
令和２年４月２８日 
四国電力株式会社 

令和２年４月２３日の伊方ＧＴＧ保安規定コメント回答 

 

「保安規定変更の基本方針」での重大事故等対処設備の代表機器（給水ポンプ等）の LCO設定の

考え方と常設代替交流電源について説明すること 

 

〇代表機器のＬＣＯの設定の考え方は資料－1の P380、③に記載の考え方の通りです。 

○常設代替交流電源は常設重大事故等対処設備であり、保安規定変更に係る基本方針４．３．

（１）ａ.にＬＣＯ設定の考え方の記載に該当する。 

 

以下、保安規定変更に係る基本方針の該当箇所 

(1) LCO 設定の考え方 

可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備および可搬型注水設備（原 

子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）については「実用発電用原子 

炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下、「設置許可 

基準規則」という。）第４３条第３項第１号の解釈において「１基あたり２セット以 

上を持つこと」が要求されていることから、２Ｎを LCO とする。（以下、本設備を「２ 

Ｎ要求の可搬型重大事故等対処設備」という。」） 

その他の重大事故等対処設備については、基本的には１Ｎを LCO とし、各個別設 

備に対する設置許可基準規則の要求を踏まえて設定する。 

なお、設置許可基準規則の要求を踏まえた多様な目的に対して、同一系統を使用 

する場合は、一括りにまとめて LCO を設定することができる。 

 

 

「保安規定変更の基本方針」の非常用発電設備の考え方と今回の申請について説明すること。 

 

○平成２３年４月９日付けで旧原子力安全・保安院より発出された「非常用発電設備の保安

規定上の取扱いについて（指示）」(参考資料参照）を受け、基本方針の中で非常用発電

機については、「原子炉ごとに、冷温停止状態及び燃料交換においては、必要な非常用交

流電源母線に接続する非常用発電設備が２台動作可能（同一発電所に複数炉ある場合に

は、必要な非常用交流高圧電源母線に他号機に設置された非常用発電設備から受給可能

な場合の台数を含む。）であることを必要とすることとする。」との記載がされている。 

 

〇当社では非常用ディーゼル発電機は各号炉２基を有しているが、保全のためには２基の

うち１基を待機除外させる必要があることから、保安規定附則に“非常用発電機の運用を

開始するまでは”他の号炉の非常用ディーゼル発電機または電源車（現在は空冷ＥＧ）を

非常用発電機とみなすことができる”と非常用発電機について規定し、運用してきた。 



非常用ＧＴＧの設置により“非常用発電機の運用を開始する”こととなり、附則の経過

措置を満了することから、非常用GTG運用開始後の電源設備の構成を踏まえた非常用発電

機の運用を規定する。また、関連する第72条（外部電源（３号炉））の記載に反映する。 

（資料－３参照） 

以 上 
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関連箇所を下線にて示す
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第10.1表 重大事故等対策における手順書の概要（５／１９）（その１） 

1.5 終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

方
針
目
的

設計基準事故対処設備が有する 終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合

において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前

に生ずるものに限る。）を防止するため，２次冷却系からの除熱，格納容器内自然対流

冷却及び代替補機冷却により 終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等を整備す

る。 

対
応
手
段
等

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

２
次
冷
却
系
か
ら
の
除
熱

海水ポンプ又は原子炉補機冷却水ポンプの故障等により 終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合，補助給水タンク水を補助給水ポンプに

より蒸気発生器へ注水する。蒸気発生器への注水が確保されている場合にお

いて，現場で手動ハンドルにより主蒸気逃がし弁を開操作し，２次冷却系か

らの除熱を行う。 

補助給水ポンプについては，外部電源が健全であれば電動補助給水ポンプ

を優先し，電動補助給水ポンプが使用できなければタービン動補助給水ポン

プを使用する。 

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却

海水ポンプ又は原子炉補機冷却水ポンプの故障等により 終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失し，ＬＯＣＡが発生した場合，中型ポンプ車を用

いた格納容器再循環ユニット（Ａ及びＢ）による格納容器内自然対流冷却を

行う。 

本対応手段は，「1.7  原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順

等」の全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失の格納容器内自然対

流冷却と同様。 

代
替
補
機
冷
却

海水ポンプ又は原子炉補機冷却水ポンプの故障等により 終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合， 中型ポンプ車により高圧注入ポンプ

（Ｂ）に補機冷却水（海水）を通水する。 

設置変更許可申請書　本文

添付資料－３

10014622
線

10014622
線

10014622
線



 

- 530 - 

（重大事故等対策における手順書の概要（５／１９））（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対
応
手
段
等 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

２
次
冷
却
系
か
ら
の
除
熱 

全交流動力電源が喪失し， 終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失し

た場合，補助給水タンク水を補助給水ポンプにより蒸気発生器へ注水する。

蒸気発生器への注水が確保されている場合において，現場で手動ハンドルに

より主蒸気逃がし弁を開操作し，２次冷却系からの除熱を行う。 

 非常用ガスタービン発電機又は空冷式非常用発電装置より非常用高圧母線

が受電できれば電動補助給水ポンプの運転が可能となるが，非常用ガスター

ビン発電機が健全でなく，空冷式非常用発電装置からの受電となる場合は，

燃料補給の観点から，タービン動補助給水ポンプが使用できる間は，タービ

ン動補助給水ポンプを優先して使用し，その後電動補助給水ポンプによる蒸

気発生器への注水を行う。 

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却 

全交流動力電源が喪失し， 終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失し

た場合において，ＬＯＣＡが発生した場合，中型ポンプ車を用いた格

納容器再循環ユニット（Ａ及びＢ）による格納容器内自然対流冷却を行う。 

本対応手段は，「1.7  原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順

等」の全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失の格納容器内自然対

流冷却と同様。 

代
替
補
機
冷
却 

全交流動力電源が喪失し， 終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失し

た場合，中型ポンプ車により高圧注入ポンプ（Ｂ）に補機冷却水（海水）を

通水する。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

ホース敷設，接続作業については，速やかに作業ができるように中型ポン

プ車の保管場所に使用工具及びホースを配備する。 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
現
場
操
作
時
の 

留
意
事
項 

主蒸気逃がし弁を使用して蒸気放出を行う場合は，蒸気発生器伝熱管破損

がないことを確認後，実施する。蒸気発生器伝熱管破損は，放射線モニタ等

で確認するが，全交流動力電源が喪失した場合は，放射線モニタが使用でき

ないため，蒸気発生器水位及び圧力により，蒸気発生器伝熱管破損がないこ

とを確認する。蒸気発生器伝熱管破損の兆候が見られた場合においては，当

該蒸気発生器に接続された主蒸気逃がし弁の操作は行わない。 
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（重大事故等対策における手順書の概要（５／１９））（その３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

配
慮
す
べ
き
事
項 

電
源
確
保 

全交流動力電源喪失時は，非常用ガスタービン発電機又は空冷式非常用発

電装置により電動補助給水ポンプへ給電する。 

燃
料
補
給 

本配慮すべき事項は，「1.4  原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための手順等」の燃料補給と同様。 
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１．ＬＣＯ等の設定について 
「実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審

査基準」では、原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統、機器お

よび重大事故等対処設備等について、運転状態に対応したＬＣＯ、サーベランス、

要求される措置およびＡＯＴ（以下「ＬＣＯ等」という。）を設定し保安規定へ規

定することが求められている。 
このため、ＬＣＯ等を設定する対象設備、サーベランス、要求される措置および

ＡＯＴの設定に関する考え方について「保安規定変更に係る基本方針」（ＰＷＲ４

社 平成２６年４月２４日作成、平成３０年９月２０日最終改訂）へ示したことか

ら、これに基づき、伊方発電所原子炉施設保安規定（以下「伊方保安規定」という。）

へＬＣＯ等を規定する。 
 

２．伊方保安規定へ規定するＬＣＯ等について 

伊方保安規定第８４条（重大事故等対処設備）に重大事故等対処設備（以下、「Ｓ

Ａ設備」という。）のＬＣＯ等を規定する。非常用ガスタービン発電機の設置に伴

うＬＣＯ等の設定について、以下の要領で検討する。（図１参照） 

 

① ＳＡ設備の抽出 

（目的） 

ＬＣＯ／ＡＯＴ対象となる重大事故等対処設備（以下、「ＳＡ設備という。」）を

網羅的に抽出する。 

（実施要領） 

「設置変更許可添十追補１（手順と設備のリスト）」（以下、「追補」という。）に

記載しているＳＡ設備を整理する。追補で示す対応手順では、使用する系統、静的

機器は記載していない場合がある（例：蒸気発生器）ことから、「設置変更許可添

八（ＳＡ設備の設備分類）」についても確認し、ＳＡ設備のリストを作成する。 

作成したＳＡ設備のリストについて、「工認補正書（基本設計方針、要目表、資

料４（容量設定根拠））」により、ＳＡ設備に抜けがないか確認を行う。 

 

次に、各ＳＡ設備の適用モードを整理する。 

「保安規定変更に係る基本方針」[記載箇所：4.3-添付-29頁～4.3-添付-34頁]に記載

している、ＳＡ設備のＬＣＯを適用する運転モードに関する考え方に基づいて、技

術的能力審査基準 1.14（設置許可基準規則第 57条）に適用される運転モードを整

理した表「重大事故等対処設備のＬＣＯを適用する運転モードについて」により、

非常用ガスタービン発電機について「追補」に記載している手順に着手する可能性

がある原子炉の運転状態を適用モードとして設定する。 

 

設定した非常用ガスタービン発電機の適用モードをＳＡ設備のリストに反映し、

「重大事故等対処設備整理表（各基準）」とする。 

3



2 

 

 

② 対応手順毎に整理 

（目的） 

設置許可基準規則、技術基準規則および技術的能力審査基準で示される多様な目

的に対して、同一のＳＡ設備を使用して対処するものが少なくないことから、「重

大事故等対処設備整理表（各基準）」では、同じＳＡ設備が繰り返し記載されてい

る。このため多様な目的に対して同一のＳＡ設備は一括りにして整理することによ

り、ＳＡ設備が動作不能となった場合、速やかにＬＣＯ等の判断ができるよう、保

安規定上、明確にする。 

（実施要領） 

「保安規定変更に係る基本方針」[記載箇所：4.3-添付-1頁～4.3-添付-4頁]に記載し

ている重大事故等対処設備の系統毎の括り方に関する考え方に基づいて、ＳＡ設備

を使用した対応手順毎に整理した表「運転上の制限に係るＳＡ設備の系統毎の括り

方について」により、「重大事故等対処設備整理表（各基準）」に反映する。 

具体的には、設置変更許可添八（所要数、必要容量）、設置変更許可添十有効性

評価、追補、工認資料４（容量設定根拠）を参照し、以下の事項に配慮して検討す

る。 

<配慮事項> 

・各ＳＡ設備とも、技術基準規則、設置許可基準規則および技術的能力審査基準の

要求（以下、「基準要求という。」）を満足すること。 

・検討対象範囲として、技術基準規則（技術的能力審査基準）第 60 条（1.2）「原

子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」～第

66条(1.8)「原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備」および第 71

条(1.13)「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」とすること。（その他

の条文に係るＳＡ設備は、同一のＳＡ設備を多様な目的のために使用する場合が

ないため、対象外とする。） 

・重大事故等の対処に使用する静的機器（配管等）は、何れかのＳＡ設備に含まれ

るよう配慮することにより、必ずＬＣＯ設定の範囲内に入ること。 

・ＳＡ設備が故障等により動作不能となった場合に、当該ＳＡ設備の機能と同等の

機能を有するＳＡ設備があればＬＣＯ逸脱にならないことを考慮すること。 

例）充てんポンプによる炉心注水と充てんポンプ（Ｂ，自己冷却式）に  よ

る代替炉心注水を比較した場合、全交流動力電源喪失および原子炉補機冷却

機能喪失においても使用可能な充てんポンプ（Ｂ，自己冷却式）が他の充て

んポンプの機能も包絡することから、ＬＣＯ等の設定は充てんポンプＢを代

表として設定する。 

 

③ 設備情報の入力 

（目的） 

ＳＡ設備を保安規定に定めるにあたって、必要となる事項の一つである所要数を
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明確にする。 

（実施要領） 

設置変更許可添八（所要数、必要容量）、設置変更許可添八（設備仕様）、設置変

更許可添八（ＳＡ設備の設備分類）、設置変更許可添十有効性評価、工認資料（所

要数の根拠となる資料）を参照し、非常用ガスタービン発電機は常設設備であるこ

とから所要数（Ｎ）と設定し、「重大事故等対処設備整理表（各基準）」に反映する。 

 

④ 設備の分類 

（目的） 

「重大事故等対処設備整理表（各基準）」に記載しているＳＡ設備について、他

条文にて整理すべき設備、他のＳＡ設備に係る系統に含まれるため系統としてＬＣ

Ｏ等を設定する設備、他の手段にて整理する設備を抽出し、保安規定に規定すべき

ＳＡ設備の分類を行う。 

（実施要領） 

「保安規定変更に係る基本方針」[記載箇所：4.3-31頁]に記載しているＳＡ設備と

して利用する設計基準事故対処設備（以下、「ＤＢ設備」という。）のＬＣＯの記載

の考え方に基づいて、ＤＢ設備の有する機能が重大事故等対処のために期待する機

能と同一であるため、ＤＢ設備と兼ねるＳＡ設備として整理できる場合は、当該の

ＤＢ設備を規定している保安規定条文（以下、「ＤＢ条文」という。）にてＬＣＯ等

を判断することとし、当該ＳＡ設備を「重大事故等対処設備整理表（各基準）」で

分類する。具体的には、設置変更許可添八に記載している「容量等」の記載より、

ＳＡ設備の機能が設計基準事故時の機能と兼用しており、同仕様で設計しているこ

とを確認したものについて、所要数及び適用モードがＤＢ条文に記載されている要

求事項と同等な場合においてＤＢ設備と兼ねるＳＡ設備として整理する。 

ＳＡ設備のうち静的機器について、他のＳＡ設備に係る系統に含まれる場合は、

他のＳＡ設備に紐づく系統としてＬＣＯ等を設定することとし、当該ＳＡ設備を

「重大事故等対処設備整理表（各基準）」で分類する。 

複数の手段にて使用するＳＡ設備について、適用モード等の条件を考慮し集約で

きる場合は一つの手段に係るＳＡ設備に整理することとし、当該ＳＡ設備を「重大

事故等対処設備整理表（各基準）」で分類する。 

 

⑤ 対応するＤＢ設備の設定 

（目的） 

ＬＣＯを逸脱した場合において、最初に対応するＤＢ設備を確認する必要がある

ため、各ＳＡ設備について対応するＤＢ設備を整理する。 

（実施要領） 

ＳＡ設備のうち重大事故防止設備については、追補の中で機能喪失を想定するＤ

Ｂ設備を記載していることから、対応するＤＢ設備として機能喪失を想定するＤＢ

設備を設定する。 
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ＳＡ設備のうち重大事故緩和設備については、個別に検討する。 

 

⑥ ＬＣＯ適用除外設備の設定 

（目的） 

「保安規定変更に係る基本方針」[記載箇所：4.3-2 頁]により、ＳＡ設備の機能す

べてを満足できる他のＳＡ設備があり、かつ他のＳＡ設備にて基準要求を満足でき

る場合、その機能に対しては、他のＳＡ設備にのみＬＣＯを設定することが許容さ

れていることから、ＬＣＯの適用を除外できる対象設備を整理する。 

（実施要領） 

設置変更許可添十有効性評価および工認資料４（容量設定根拠）により、ＳＡ設

備に要求される機能（容量・揚程）を確認し、設置変更許可添十有効性評価および

追補にて、機能要求を満足するためのＳＡ設備の準備時間を確認する。機能および

準備時間ともに満足できる他のＳＡ設備がある場合で、かつ基準要求も満足できる

場合、ＬＣＯの適用を除外できる対象設備として設定する。 

 

 

⑦ 代替措置の設定 

（目的） 

「保安規定変更に係る基本方針」[記載箇所：4.3-10頁]により、ＬＣＯを逸脱した

場合において、逸脱したＳＡ設備と同等な機能を有するＳＡ設備が動作可能である

場合、またはその機能を補完する代替措置が実施できれば、ＡＯＴの延長に活用で

きることから、対象設備を整理する。 

（実施要領） 

同等な機能を有するＳＡ設備について、設置変更許可添十有効性評価および工認

資料４（容量設定根拠）により、ＳＡ設備に要求される機能（容量・揚程）を確認

し、設置変更許可添十有効性評価および追補にて、ＳＡ設備の機能を満足するため

の準備時間を確認する。機能および準備時間ともに満足できる他のＳＡ設備がある

場合※、同等な機能を有するＳＡ設備として設定する。 

代替措置については、ＳＡ設備の機能を補完する措置（代替品の補充、要員の確

保等）がある場合に設定する。 

 

※他のＳＡ設備にて基準要求も満足できる場合は⑥の設備となる。 

 

「重大事故等対処設備整理表（各基準）」に、上記②から⑦を反映し「重大事故

等対処設備代替設備整理表（保安規定第 84条 表 84-15）」とする。 

 

⑧ 運転上の制限、確認事項（サーベランス）、要求される措置および完了時間（ＡＯ

Ｔ）の設定 

（目的） 
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ＳＡ設備について、運転上の制限を設定し、必要な機能が維持されていることを

確認するためのサーベランス、機能が喪失した場合に要求される措置および要求さ

れる措置の完了時間（ＡＯＴ）を設定する。 

（実施要領） 

「重大事故等対処設備代替設備整理表（保安規定第 84条 表 84-15）」に整理し

た非常用ガスタービン発電機について、「保安規定変更に係る基本方針」[記載箇所：

4.3-1 頁～4.3-32 頁]に基づき、運転上の制限、サーベランス、要求される措置およ

びＡＯＴを設定する。 

 ・運転上の制限の設定 

   ②で整理した対応手段毎に、基準要求を満足するために必要とするＳＡ設備の

数量を系統単位で設定する。具体的には、「重大事故等対処設備代替設備整理表

（保安規定第 84条 84-15）」、設置変更許可添十有効性評価および追補を確認し、

所要数・必要系統数を設定する。工認申請において所要数が明確となるものにつ

いては、工認資料を確認する。 

・サーベランスの設定 

使用前事業者検査、定期事業者検査における実施要領を踏まえ、既に保安規定

に規定している、サーベランスを実施するＳＡ設備と同等のＤＢ設備のサーベラ

ンス実施要領を参考として規定する。 

ＤＢ設備に規定のないＳＡ設備については、「工認補正書 資料４（容量設定

根拠）」にて、必要な容量・揚程を確認する。 

サーベランス頻度は、「保安規定変更に係る基本方針」[記載箇所：4.2-5頁～4.2-6

頁]に基づき、常設設備は保守管理計画に定める点検計画（案）の点検・補修実

施頻度以内で設定する。 

・要求される措置およびＡＯＴの設定 

「保安規定変更に係る基本方針」[記載箇所：4.3-9頁～4.3-32頁]に記載している

内容に基づき、伊方保安規定に要求される措置およびＡＯＴについて規定する。 
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・設置変更許可　添十追補１

（手順と設備のリスト）　

・設置変更許可　添八

　（ＳＡ設備の設備分類）　

工認補正書

・基本設計方針、要目表

・資料４（容量設定根拠）

ＳＡ設備に抜けがないか確認

   ・保安規定変更に係る基本方針

   ・設置変更許可　添十追補１

②～⑦を整理した表を作成

（④、⑥の設備については見え消しとして識別）

工認最終補正書

・基本設計方針、要目表

・資料４（容量設定根拠）

　・保安規定変更に係る基本方針

　・保安規定　ＤＢ条文

　・設置変更許可　添十有効性評価　

　・設置変更許可　添十追補１

　・工認　資料４（容量設定根拠）

　・工認　資料（所要数の根拠となる

　　資料）

　・設置変更許可　添八

　（所要数、必要容量）

　・設置変更許可　添八

　（設備仕様）

　・設置変更許可　添八

　（ＳＡ設備の設備分類）

   ・設置変更許可　添十有効性評価

　・工認　資料（所要数の根拠となる

　  資料）

　・設置変更許可　添十有効性評価

　・設置変更許可　添十追補１

　・工認　資料４（容量設定根拠）

　・保安規定変更に係る基本方針

　・設置変更許可　添八

　　（所要数、必要容量）

　・設置変更許可　添十有効性評価

　・設置変更許可　添十追補１

　・工認　資料４（容量設定根拠）

図１　保安規定第８４条　ＬＣＯ等の設定検討フロー

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

凡例

参照した資料

作業内容

作成した資料

審査資料

　　 【ＳＡ設備の抽出】　

　　 ＬＣＯ/ＡＯＴ対象となるＳＡ設備を網羅的に抽出

重大事故等対処設備整理表

（各基準）

ＳＡ設備の適用モードを確認

　技術的能力における手段の

　括り方を整理

運転上の制限に係るＳＡ
設備の系統毎の括り方

について　資料

　　 【対応手順毎に整理】

　　 ＳＡ設備を使用した対応手順毎に整理

　　 【設備情報の入力】

       ＳＡ設備の所要数/必要セット数　（Ｎ，２Ｎ）/
　　 常設・可搬　を確認

　　 【設備の分類】

　　　・ＤＢ機能を使用する設備⇒ＤＢ条文にて規定

　　　・系に含まれる設備⇒ＬＣＯ設定しない

　　　・他の手段にて整理できる設備

　　　　⇒他表を参照する設備であり、整理表から除外

　　 【対応するＤＢ設備の設定】

　　　・防止設備⇒機能喪失を想定するＤＢ設備から設定

　　　・緩和設備⇒個別検討

　　 【ＬＣＯ適用除外設備の設定】

         ＬＣＯ対象ＳＡ設備の機能のすべてを満足する

　　　他のＳＡ設備（基準要求を満足できる場合）を確認　

　　　⇒ＬＣＯ設定しない

　　　【代替措置の設定】

　　  ・ＬＣＯ対象ＳＡ設備の機能のすべてを満足する

　　　 他のＳＡ設備（基準要求を満足できない場合）　

    　　⇒他のＳＡ設備を同等な機能を有するＳＡ設備に設定できる

　　  ・ＬＣＯ対象ＳＡ設備の機能を代替できる代替措置　

　　　 ⇒代替措置に設定できる

重大事故等対処設備代替設備整

理表（保安規定第８４条　各表）

　【運転上の制限・確認事項・要求される措置の設定】　

　　　・運転上の制限を設定　　

　　　・サーベランスを設定

　　　・要求される措置を設定

　　　・ＡＯＴを設定

保安規定第８４条　補正書

（9/28補正申請）

保安規定記載内容の説明

①～⑧の考え方を説明

ＬＣＯ対象ＳＡ設備の照合

保安規定第８４条　最終補正

（資料１．（３））

工認最終補正書との照合

（資料１．（４））

（資料１．（１））

（資料１．（５））

（資料１．（２））

（資料２．（２）～（22）添付）

（資料２．（２）～（22）添付）

（資料２．（２）～（22）添付）

（資料２．（２）～（22）添付）

（資料２．（２）～（22）添付）

（資料２．（２）～（22）添付）

重大事故等対処設備の
ＬＣＯを適用する運転モ

ードについて　資料

（資料１．（６））

重大事故等対処設備整理表（各基準）の

「保安規定」「備考」欄へ反映
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資 料 目 次 

 

資料１．ＬＣＯ等を設定する非常用ガスタービンの整理資料 

（１）重大事故等対処設備整理表【1.14/57条 電源設備】 

（２）重大事故等対処設備代替設備整理表【表 84-15 電源設備】 

（３）表 84－15機器リスト（設置変更許可申請書 添付十追補） 

（４）表 84－15設備分類（設置変更許可申請書 添付八） 

（５）重大事故等対処設備のＬＣＯを適用する運転モードについて（抜粋） 

 

資料２．ＬＣＯ等の説明資料 

（１）表 84－15 電源設備 
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装
置
か
ら
の
給
電
」
で
他
表
を
参
照
）

ミ
ニ

ロ
ー

リ
ー

表
8
4
-
1
5
-
6

「
表
8
4
-
1
5
-
6
　
重
油
タ
ン
ク
，
軽
油
タ
ン
ク
，
ミ
ニ
ロ
ー
リ
ー
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
で
整
理

（
「
表
8
4
-
1
5
-
1
　
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
「
表
8
4
-
1
5
-
2
　
3
0
0
k
V
A
電
源
車
か
ら
の
給
電
」
で
他
表
を
参
照
）

3
0
0
k
V
A
電

源
車

3
0
0
k
V
A
電

源
車

用
変

圧
器

軽
油

タ
ン

ク
表
8
4
-
1
5
-
6

「
表
8
4
-
1
5
-
6
　
重
油
タ
ン
ク
，
軽
油
タ
ン
ク
，
ミ
ニ
ロ
ー
リ
ー
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
で
整
理

（
「
表
8
4
-
1
5
-
2
　
3
0
0
k
V
A
電
源
車
か
ら
の
給
電
」
で
他
表
を
参
照
）

非 常 用 電 源

（ 直 流 ） に よ

る 給 電

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）
非

常
用

電
源

（
直

流
）

に
よ

る
給

電
蓄

電
池

（
非

常
用

）

モ
ー
ド
1
，
2
，

3
，

4
，
5
，
6
お

よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
保
管
し

て
い
る
期
間

表
8
4
-
1
5
-
3

「
表
8
4
-
1
5
-
3
　
蓄
電
池
（
非
常
用
）
お
よ
び
蓄
電
池
（
重
大
事
故
等
対
処
用
）
か
ら
の
給
電
」
で
整
理

蓄
電

池
（

重
大

事
故

等
対

処
用

）
表
8
4
-
1
5
-
3

「
表
8
4
-
1
5
-
3
　
蓄
電
池
（
非
常
用
）
お
よ
び
蓄
電
池
（
重
大
事
故
等
対
処
用
）
か
ら
の
給
電
」
で
整
理

可
搬

型
直

流
電

源
装

置
（

7
5
k
V
A
電

源
車

及
び

可
搬

型
整

流
器

に
よ

る
構

成
）

表
8
4
-
1
5
-
4

「
表
8
4
-
1
5
-
4
　
可
搬
型
直
流
電
源
装
置
（
7
5
k
V
A
電
源
車
お
よ
び
可
搬
型
整
流
器
）
か
ら
の
給
電
」
で
整
理

軽
油

タ
ン

ク

ミ
ニ

ロ
ー

リ
ー

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

表
8
4
-
1
5
-
1

「
表
8
4
-
1
5
-
1
　
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
か
ら
の
給
電
」
で
整
理

（
「
表
8
4
-
1
5
-
5
　
代
替
所
内
電
気
設
備
（
代
替
電
気
設
備
受
電
盤
，
代
替
動
力
変
圧
器
，
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
）
か
ら
の
給
電
」

で
他

表
を

参
照

）

重
油

タ
ン

ク

ミ
ニ

ロ
ー

リ
ー

代
替

電
気

設
備

受
電

盤

代
替

動
力

変
圧

器

※
設

置
変

更
許

可
申

請
書

　
添

付
八

に
記

載

「
表
8
4
-
1
5
-
2
　
3
0
0
k
V
A
電
源
車
か
ら
の
給
電
」
で
整
理

表
8
4
-
1
5
-
2

代 替 電 源 （ 交 流 ） に よ る 給 電

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）

伊
方

発
電

所
3
号

機
　

重
大
事
故
等
対
処
設
備
整
理
表
【
1
.
1
4
/
5
7
条
　
電
気
設
備
】

非 常 用 電 源 （ 交 流 ） に よ る 給 電

外
部

電
源

非
常

用
電

源
（

交
流

）
に

よ
る

給
電

モ
ー
ド
1
，
2
，

3
，

4
，
5
，
6
お

よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
保
管
し

て
い
る
期
間

モ
ー
ド

1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
お

よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯
蔵
し

て
い
る
期
間

表
8
4
-
1
5
-
6

「
表
8
4
-
1
5
-
6
　
重
油
タ
ン
ク
，
軽
油
タ
ン
ク
，
ミ
ニ
ロ
ー
リ
ー
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
で
整
理

代
替

電
源

（
交

流
）

に
よ

る
給

電

モ
ー
ド
1
，
2
，

3
，
4
，
5
，
6
お

よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
保
管
し

て
い
る
期
間

「
表
8
4
-
1
5
-
6
　
重
油
タ
ン
ク
，
軽
油
タ
ン
ク
，
ミ
ニ
ロ
ー
リ
ー
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
で
整
理

（
「
表
8
4
-
1
5
-
4
　
可
搬
型
直
流
電
源
装
置
（
7
5
k
V
A
電
源
車
お
よ
び
可
搬
型
整
流
器
）
か
ら
の
給
電
」
で
他
表
を
参
照
）

モ
ー
ド
1
，
2
，

3
，

4
，
5
，
6
お

よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
保
管
し

て
い
る
期
間

代 替 所 内 電 気 設 備 に よ

る 給 電
所

内
電

気
設

備
代

替
所

内
電

気
設

備
に

よ
る

給
電

表
8
4
-
1
5
-
5

「
表
8
4
-
1
5
-
6
　
重
油
タ
ン
ク
，
軽
油
タ
ン
ク
，
ミ
ニ
ロ
ー
リ
ー
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
」
で
整
理

（
「
表
8
4
-
1
5
-
5
　
代
替
所
内
電
気
設
備
（
代
替
電
気
設
備
受
電
盤
，
代
替
動
力
変
圧
器
，
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
）
か
ら
の
給
電

」
で

他
表

を
参

照
）

「
表
8
4
-
1
5
-
5
　
代
替
所
内
電
気
設
備
（
代
替
電
気
設
備
受
電
盤
，
代
替
動
力
変
圧
器
，
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
）
か
ら
の
給
電
」

で
整

理

モ
ー
ド
1
，
2
，

3
，

4
，
5
，
6
お

よ
び
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
保
管
し

て
い
る
期
間

代 替 電 源 （ 直 流 ） に よ

る 給 電

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）
蓄

電
池

（
非

常
用

）
の

枯
渇

代
替

電
源

（
直

流
）

に
よ

る
給

電

表
8
4
-
1
5
-
6

表
8
4
-
1
5
-
6
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対
応

手
段

機
能

喪
失

を
想

定
す

る
D
B
設

備
【

A
】

L
C
O
対

象
S
A
設

備
所

要
数

(
N
)

N
,
2
N

常
設

，
可

搬
保

安
規

定
適

用
モ

ー
ド

【
B
】

L
C
O
対

象
S
A
設

備
の

機
能

全
て

を
満

足
す

る
S
A
設

備
（

基
準

要
求

を
維

持
で

き
る

場
合

）
L
C
O
逸

脱
な

し

対
応

す
る

D
B
設

備
A
O
T
　

　
N
:
３

日
　

2
N
：

1
0
日

【
C
】

L
C
O
対

象
S
A
設

備
の

機
能

全
て

※
を

満
足

す
る

S
A
設

備
（

基
準

要
求

を
満

足
で

き
な

い
場

合
）

※
：

事
前

準
備

等
の

補
完

措
置

含
む

A
O
T
　

3
0
日

【
D
】

代
替

措
置

A
O
T
　

　
N
:
1
0
日

　
2
N
:
3
0
日

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

2
台

N
常

設
第

7
3
,
7
4
条

燃
料

油
貯

油
槽

2
5
8
k
L

N
常

設
第

7
5
条

重
油

タ
ン

ク
2
5
8
k
L

N
常

設

ミ
ニ

ロ
ー

リ
ー

3
台

N
可

搬

非
常

用
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

１
台

N
常

設

非
常

用
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

燃
料

油
貯

油
槽

3
6
4
k
L

N
常

設

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
2
台

N
常

設
表

8
4
-
1
5
-
1

モ
ー

ド
1
，

2
，

3
，

4
，

5
，

6
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間

－
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
－

代
替

品
の

補
充

等

重
油

タ
ン

ク
2
5
8
k
L

N
常

設

ミ
ニ

ロ
ー

リ
ー

3
台

N
可

搬

3
0
0
k
V
A
電

源
車

1
台

×
2

2
N

可
搬

3
0
0
k
V
A
電

源
車

用
変

圧
器

1
台

×
2

2
N

可
搬

軽
油

タ
ン

ク
5
5
k
L

N
常

設

ミ
ニ

ロ
ー

リ
ー

3
台

N
可

搬

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）
蓄

電
池

（
非

常
用

）
1
組

N
常

設

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）
直

流
電

源
喪

失
蓄

電
池

（
非

常
用

）
の

枯
渇

蓄
電

池
（

重
大

事
故

等
対

処
用

）
1
組

N
常

設

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）
直

流
電

源
喪

失
蓄

電
池

（
非

常
用

）
の

枯
渇

可
搬

型
直

流
電

源
装

置
（

7
5
k
V
A
電

源
車

及
び

可
搬

型
整

流
器

に
よ

る
構

成
）

1
台

×
2

2
N

可
搬

表
8
4
-
1
5
-
4

－
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
非

常
用

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
，

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

ま
た

は
3
0
0
k
V
A
電

源
車

－

軽
油

タ
ン

ク
5
5
k
L

N
常

設

ミ
ニ

ロ
ー

リ
ー

3
台

N
可

搬

代
替

電
気

設
備

受
電

盤
1
台

N
常

設

代
替

動
力

変
圧

器
1
台

N
常

設

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

2
台

N
常

設
表

8
4
-
1
5
-
1

重
油

タ
ン

ク
2
5
8
k
L

N
常

設

ミ
ニ

ロ
ー

リ
ー

3
台

N
可

搬

重
油

タ
ン

ク
2
5
8
k
L

N
常

設

軽
油

タ
ン

ク
5
5
k
L

N
常

設

ミ
ニ

ロ
ー

リ
ー

3
台

N
可

搬
－

－
－

代
替

品
の

補
充

等

非
常

用
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

か
ら

の
給

電
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
（

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
）

表
8
4
-
1
5
-
1

モ
ー

ド
1
，

2
，

3
，

4
，

5
，

6
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間

－
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
－

代
替

品
の

補
充

等

－
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
－

非
常

用
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

ま
た

は
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置

伊
方

発
電

所
3
号

機
　

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
設

備
整

理
表

【
表

8
4
-
1
5
　

電
源

設
備

】

Ｄ
Ｂ

機
能

を
使

用
す

る
た

め
保

安
規

定
の

既
存

条
文

「
第

7
3
,
7
4
条

 
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
」

で
整

理

Ｄ
Ｂ

機
能

を
使

用
す

る
た

め
保

安
規

定
の

既
存

条
文

「
第

7
5
条

 
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

燃
料

油
，

潤
滑

油
お

よ
び

始
動

用
空

気
」

で
整

理

モ
ー

ド
1
，

2
，

3
お

よ
び

4
(
第

7
3

条
)
モ

ー
ド

5
，

6
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間
（

第
7
4
条

）

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

か
ら

の
給

電

「
表

8
4
-
1
5
-
6
　

重
油

タ
ン

ク
，

軽
油

タ
ン

ク
，

ミ
ニ

ロ
ー

リ
ー

に
よ

る
燃

料
補

給
設

備
」

で
整

理

表
8
4
-
1
5
-
6

モ
ー

ド
1
，

2
，

3
，

4
，

5
，

6
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

か
ら

の
給

電

「
表

8
4
-
1
5
-
6
　

重
油

タ
ン

ク
，

軽
油

タ
ン

ク
，

ミ
ニ

ロ
ー

リ
ー

に
よ

る
燃

料
補

給
設

備
」

で
整

理

3
0
0
k
V
A
電

源
車

か
ら

の
給

電

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）

モ
ー

ド
1
，

2
，

3
，

4
，

5
，

6
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間

表
8
4
-
1
5
-
6

表
8
4
-
1
5
-
6

モ
ー

ド
1
，

2
，

3
，

4
，

5
，

6
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間

モ
ー

ド
1
，

2
，

3
，

4
，

5
，

6
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間

表
8
4
-
1
5
-
2

蓄
電

池
（

非
常

用
）

お
よ

び
蓄

電
池

（
重

大
事

故
等

対
処

用
）

か
ら

の
給

電
表

8
4
-
1
5
-
3

非
常

用
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

，
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
，

3
0
0
k
V
A
電

源
車

ま
た

は
可

搬
型

直
流

電
源

装
置

（
7
5
k
V
A

電
源

車
お

よ
び

可
搬

型
整

流
器

）

モ
ー

ド
1
，

2
，

3
，

4
，

5
，

6
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間

モ
ー

ド
1
，

2
，

3
，

4
，

5
，

6
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間

可
搬

型
直

流
電

源
装

置
（

7
5
k
V
A
電

源
車

お
よ

び
可

搬
型

整
流

器
）

か
ら

の
給

電

「
表

8
4
-
1
5
-
6
　

重
油

タ
ン

ク
，

軽
油

タ
ン

ク
，

ミ
ニ

ロ
ー

リ
ー

に
よ

る
燃

料
補

給
設

備
」

で
整

理

－
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
－

表
8
4
-
1
5
-
6

－
重

油
タ

ン
ク

，
軽

油
タ

ン
ク

，
ミ

ニ
ロ

ー
リ

ー
に

よ
る

燃
料

補
給

設
備

代
替

所
内

電
気

設
備

（
代

替
電

気
設

備
受

電
盤

，
代

替
動

力
変

圧
器

，
非

常
用

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
，

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

）
か

ら
の

給
電

所
内

電
気

設
備

モ
ー

ド
1
，

2
，

3
，

4
，

5
，

6
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間

表
8
4
-
1
5
-
6

モ
ー

ド
1
，

2
，

3
，

4
，

5
，

6
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間

表
8
4
-
1
5
-
6

表
8
4
-
1
5
-
5

モ
ー

ド
1
，

2
，

3
，

4
，

5
，

6
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間

－
所

内
電

気
設

備
－

「
表

8
4
-
1
5
-
6
　

重
油

タ
ン

ク
，

軽
油

タ
ン

ク
，

ミ
ニ

ロ
ー

リ
ー

に
よ

る
燃

料
補

給
設

備
」

で
整

理

「
表

8
4
-
1
5
-
6
　

重
油

タ
ン

ク
，

軽
油

タ
ン

ク
，

ミ
ニ

ロ
ー

リ
ー

に
よ

る
燃

料
補

給
設

備
」

で
整

理

代
替

品
の

補
充

等

－
－

－
－

「
表

8
4
-
1
5
-
1
　

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

か
ら

の
給

電
」

で
整

理

資料１．（２）
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1.14-46 

第 1.14.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

分類
機能喪失を想定する

設計基準事故対処設備
対応手段 整備する手順書の分類

ディーゼル発電機

燃料油貯油槽

重油タンク※１

ミニローリー※１

非常用ガスタービン発電機

非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽

空冷式非常用発電装置

重油タンク※２

ミニローリー※２※３

300kVA電源車

300kVA電源車用変圧器

軽油タンク※３

号機間連絡ケーブル

予備ケーブル（号機間連絡用）

専用配電線

187kV母線を経由する号機間電源融通

※１　ディーゼル発電機の燃料補給に使用する。

※２　空冷式非常用発電装置の燃料補給に使用する。

※３　300kVA電源車の燃料補給に使用する。

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

炉心の著しい損傷及び格納容器破損を
防止する運転手順

対応設備

交
流
動
力
電
源
喪
失

多
様
性
拡
張
設
備

ディーゼル発電機
（全交流動力電源喪失）

外部電源

代
替
電
源
（

交
流
）

に
よ
る
給
電

代
替
電
源
（

交
流
）

に
よ
る
給
電

資料１．（３）
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10891421
テキストボックス
                                      表84-15機器リスト（設置変更許可申請書　添付十追補）

10015284
テキストボックス
（資料の説明）本資料は，設置変更許可申請書  添付十追補のリストに，重大事故等対処設備を識別したものを示す。色分けについて，保安規定記載箇所の分類を示す。赤枠：第84条の各表にてＬＣＯ設定する設備青枠：ＤＢ条文にてＬＣＯ設定する設備　　　第84条の他表にてＬＣＯ設定する設備  

10891421
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線
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第75条にて整理
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長方形

10891421
線

10891421
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表84-15-6

10891421
長方形

10891421
線

10891421
テキストボックス
表84-15-1

10891421
長方形

10891421
線

10891421
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10891421
長方形

10891421
線

10891421
テキストボックス
表84-15-2

10891421
長方形

10891421
テキストボックス
表84-15-6にて整理

10891421
線

10891421
長方形

10891421
テキストボックス
表84-15-1　（追加）

10891421
線

10014622
線

10014622
線
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デ
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ー
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ィ
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ル
発
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機
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槽
，

重
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タ
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，
ミ

ニ
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流
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力

電
源

供
給

機
能

Ｓ

常
設
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重
大

事
故
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ス
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貯
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槽
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２
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用
ガ
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タ
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発
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機
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Ｓ
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Ｓ
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重大事故等対処設備のＬＣＯを適用する運転モードについて 

 技術的能力審査基準 1.1～1.19（設置許可基準規則第 44 条～第 62 条）において，当該機
能を有する重大事故等対処設備のＬＣＯを適用する運転モードについては，以下の基本的な
考え方に基づき，下表を参考に設定する。(詳細は次頁に示す。） 
【適用する運転モードの基本的な考え方】 

ａ．重大事故等対処設備に対するＬＣＯを適用する運転モードについては，その機能を代
替する設計基準事故対処設備（例：格納容器スプレイポンプ）が適用される運転モード
を基本として設定する。 
ただし，重大事故等対処設備の機能として，上記における設計基準事故対処設備の運

転モードの適用範囲外においても要求される場合があることから，当該の重大事故等対
処設備の機能を勘案した運転モードの設定が必要となる。 

ｂ．機能を代替する対象の設計基準事故対処設備が明確ではない重大事故等対処設備（例：
放水砲）については，当該設備の機能が要求される重大事故等から判断して，個別に適
用する運転モードを設定する。 

技術的能力審査基準 

（設置許可基準規則） 
適用される運転モード 重大事故等対象設備（代表例） 

1.1 

(第44条) 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための設備 

モード１及び２ ・多様化自動作動盤（ATWS 緩和設備）

1.2 

(第45条) 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 

モード１,２,３及び４（蒸気発生器が熱除去

のために使用している場合）

・高圧注入ポンプ

・タービン動補助給水ポンプ(蒸気加減弁

付)(人力)

1.3 

(第46条) 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備 

モード１,２，３及び４（蒸気発生器が熱除

去のために使用している場合）

・加圧器逃がし弁

・主蒸気逃がし弁

1.4 

(第47条) 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための設備 

モード１,２,３,４,５及び６ ・代替格納容器スプレイポンプ

・格納容器スプレイポンプ(B,代替再循環

配管使用)

・中型ポンプ車及び加圧ポンプ車

1.5 

(第48条) 

終ヒートシンクへ熱を輸送するため

の設備 

モード１,２,３,４,５及び６ ・中型ポンプ車

・格納容器再循環ユニット(A 及び B)

1.6 

(第49条) 

原子炉格納容器内の冷却等のための設

備 

モード１,２,３,４,５及び６ ・格納容器再循環ユニット(A 及び B)

・代替格納容器スプレイポンプ

1.7 

(第50条) 

原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備 

モード１,２,３,４,５及び６ ・格納容器再循環ユニット(A 及び B)

・代替格納容器スプレイポンプ

1.8 

(第51条) 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却

するための設備 

モード１,２,３,４,５及び６ ・格納容器スプレイポンプ

・代替格納容器スプレイポンプ

1.9 

(第52条) 

水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するための設備 

モード１,２,３,４,５及び６ ・静的触媒式水素再結合装置

・格納容器水素濃度計測装置

1.10 

(第53条) 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を

防止するための設備 

モード１,２,３,４,５及び６ ・アニュラス排気ファン

・アニュラス水素濃度(AM)計測装置

1.11 

(第54条) 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設

備 

使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している

期間 

・中型ポンプ車

・小型放水砲

1.12 

(第55条) 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制

するための設備 

モード１,２,３,４,５及び６並びに使用済

燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間

・大型ポンプ車

・大型放水砲

1.13 

(第56条) 

重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備 

同上 ・中型ポンプ車

・燃料取替用水タンク

1.14 

(第57条) 

電源設備 同上 ・非常用ガスタービン発電機

・空冷式非常用発電装置

・300kVA 電源車

・可搬型直流電源装置(75kVA 電源車及び可

搬型整流器による構成)

1.15 

(第58条) 

計装設備 各計器ごとの要求モードに従う。（右例では，

モード１,２,３,４,５及び６）

・１次冷却材高温側温度(広域)

・格納容器スプレイライン積算流量(AM)

1.16 

(第59条) 

原子炉制御室 モード１,２,３,４,５及び６並びに使用済

燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間

・中央制御室非常用給気ファン

・中央制御室非常用給気フィルタユニット

1.17 

(第60条) 

監視測定設備 同上 ・可搬型代替モニタ

・可搬型モニタ

1.18 

(第61条) 

緊急時対策所 同上 ・緊急時対策所用発電機

・緊急時対策所空気浄化ファン

1.19 

(第62条) 

通信連絡を行うために必要な設備 同上 ・衛星電話設備(衛星電話(固定型)(可搬

型))

・安全パラメータ表示システム

1.0 

(第43条) 

共通事項 

（重大事故等対処設備） 

同上 ・ホイールローダ

資料１．（５）
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■
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
Ｌ

Ｃ
Ｏ

適
用

モ
ー

ド
に

つ
い

て
分

 
類

 

(技
術

的
能

力
審

査
基

準
/

設
置

許
可

基
準

規
則

) 

適
用

す
る

 

運
転

モ
ー

ド
 

運
転

モ
ー

ド
の

適
用

根
拠

 
喪

失
を

想
定

す
る

設
計

基
準

事
故

 

対
処

設
備

（
又

は
機

能
）
 

左
記

設
備

（
機

能
）

の
要

求
モ

ー
ド

 

(1
)

緊
急

停
止

失
敗

時
に

発
電

用
原

子
炉

を
未

臨

界
に

す
る

た
め

の
設

備

（
1
.1

/
第

4
4

条
)

モ
ー

ド
１

及
び

２
Ａ

Ｔ
Ｗ

Ｓ
緩

和
設

備
は

，
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
に

お
い

て
，

原
子

炉
の

運
転

を
緊

急
に

停
止

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
事

象
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

又
は

当

該
事

象
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

，
原

子

炉
出

力
を

抑
制

し
１

次
系

の
過

圧
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

で
あ

り
，

自
動

で

の
原

子
炉

緊
急

停
止

及
び

手
動

に
よ

る
原

子
炉

緊
急

停
止

が
で

き
な

い
場

合
に

原
子

炉
の

出
力

抑
制

を
図

る
設

備
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
原

子
炉

運
転

中
の

運
転

モ
ー

ド
を

適

用
す

る
。

 

・
炉

外
核

計
装

・
安

全
保

護
系

の
プ

ロ
セ

ス
計

装

・
安

全
保

護
系

ロ
ジ

ッ
ク

盤

・
原

子
炉

ト
リ
ッ

プ
遮

断
器

・
制

御
棒

ク
ラ

ス
タ

モ
ー

ド
１

及
び

２

(2
)

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
高

圧
時

に

発
電

用
原

子
炉

を
冷

却

す
る

た
め

の
設

備

（
1
.2

/
第

4
5

条
)

モ
ー

ド
１

,２
，

３
及

び
４

（
蒸

気
発

生
器

が
熱

除

去
の

た
め

に
使

用
し

て

い
る
場
合

）

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
が

高
圧

の
状

態
で

あ
っ

て
，

設
計

基
準

事
故

対
処

設

備
が

有
す

る
原

子
炉

の
冷

却
機

能
（
２

次
冷

却
系

か
ら

の
除

熱
機

能
）
が

喪
失

し
た

場

合
に

お
い

て
も

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
，

１
次

冷
却

系
統

の
フ

ィ
ー

ド
ア

ン
ド

ブ
リ

ー
ド

，
２

次
冷

却
系

か
ら

の
除

熱
（
機

能
回

復
）
に

よ
り

原
子

炉
を

冷
却

す
る

た

め
に

必
要

な
設

備
で

あ
り

（
例

：
加

圧
器

逃
が

し
弁

，
主

蒸
気

逃
が

し
弁

(人
力

)）
，

２
次

冷
却

系
か

ら
の

除
熱

機
能

が
必

要
な

運
転

モ
ー

ド
を

適
用

す
る

。

・
電

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

・
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
（
直

流
電

源
）

・
補

助
給

水
タ

ン
ク

・
主

蒸
気

逃
が

し
弁

（
直

流
電

源
、

駆
動

用
空

気
）

モ
ー

ド
１

,２
，

３
及

び

４
（

蒸
気

発
生

器
が

熱

除
去

の
た

め
に

使
用

し
て
い
る

場
合
）

(3
)

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
を

減
圧

す
る

た
め

の
設

備

（
1
.3

/
第

4
6

条
)

モ
ー

ド
１

,２
，

３
及

び
４

（
蒸

気
発

生
器

が
熱

除

去
の

た
め

に
使

用
し

て

い
る
場
合

）

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
が

高
圧

の
状

態
で

あ
っ

て
，

設
計

基
準

事
故

対
処

設

備
が

有
す

る
原

子
炉

の
減

圧
機

能
（
２

次
冷

却
系

か
ら

の
除

熱
機

能
）
が

喪
失

し
た

場

合
に

お
い

て
も

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
，

１
次

冷
却

系
統

の
フ

ィ
ー

ド
ア

ン
ド

ブ
リ

ー
ド

，
２

次
冷

却
系

か
ら

の
除

熱
（
機

能
回

復
）
に

よ
り

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ

ウ
ン

ダ
リ
を

減
圧

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

で
あ

り
（
例

：
加

圧
器

逃
が

し
弁

，
主

蒸
気

逃

が
し

弁
(人

力
)）

，
２

次
冷

却
系

か
ら

の
除

熱
機

能
が

必
要

な
運

転
モ

ー
ド

を
適

用
す

る
。

・
電

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

・
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
(直

流
電

源
）

・
補

助
給

水
タ

ン
ク

・
主

蒸
気

逃
が

し
弁

（
直

流
電

源
、

駆
動

用
空

気
）

モ
ー

ド
１

,２
，

３
及

び

４
（

蒸
気

発
生

器
が

熱

除
去

の
た

め
に

使
用

し
て
い
る

場
合
）

加
圧

器
逃

が
し

弁
に

よ
る

減
圧

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
，

加
圧

器
逃

が
し

弁

（
機

能
回

復
）
に

よ
り

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
を

減
圧

す
る

た
め

に
必

要
な

設

備
で

も
あ

る
こ

と
か

ら
（
例

：
加

圧
器

逃
が

し
弁

用
可

搬
型

蓄
電

池
）
，

加
圧

器
に

気
相

が

あ
る

状
態

で
減

圧
が

可
能

な
運

転
モ

ー
ド

を
適

用
す

る
。

 

・
加

圧
器

逃
が

し
弁

（
直

流
電

源
、

駆
動

用
空

気
）

モ
ー

ド
１

，
２

及
び

３

(4
)

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
低

圧
時

に

発
電

用
原

子
炉

を
冷

却

す
る

た
め

の
設

備

（
1
.4

/
第

4
7

条
)

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及

び
６

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
が

低
圧

の
状

態
で

あ
っ

て
，

設
計

基
準

事
故

対
処

設

備
が

有
す

る
原

子
炉

の
冷

却
機

能
（
Ｅ

Ｃ
Ｃ

Ｓ
機

能
（
再

循
環

機
能

含
む

）
，

余
熱

除
去

機
能

）
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

も
炉

心
の

著
し

い
損

傷
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
，

炉
心

注
水

，
代

替
炉

心
注

水
，

代
替

再
循

環
運

転
，

再
循

環

運
転

，
２

次
冷

却
系

か
ら

の
除

熱
，

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

に
よ

り
原

子
炉

を
冷

却
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
で

あ
り

（
例

：
代

替
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
ポ

ン
プ

）
，

Ｅ
Ｃ

Ｃ
Ｓ

機
能

及

び
余

熱
除

去
機

能
が

必
要

な
運

転
モ

ー
ド

を
適

用
す

る
。

 

・
余

熱
除

去
ポ

ン
プ

/
余

熱
除

去
冷

却
器

・
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

・
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

・
格

納
容

器
再

循
環

サ
ン

プ
隔

離
弁

・
格

納
容

器
再

循
環

サ
ン

プ
ス

ク
リ
ー

ン

・
（
全

交
流

動
力

電
源

）

・
（
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

）

モ
ー

ド
１

,２
，

３
及

び

４

・
余

熱
除

去
ポ

ン
プ

/
余

熱
除

去
冷

却
器

・
（
全

交
流

動
力

電
源

）

・
（
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

）

モ
ー

ド
４

,５
及

び
６
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分
 
類

 

(技
術

的
能

力
審

査
基

準
/

設
置

許
可

基
準

規
則

) 

適
用

す
る

 

運
転

モ
ー

ド
 

運
転

モ
ー

ド
の

適
用

根
拠

 
喪

失
を

想
定

す
る

設
計

基
準

事
故

 

対
処

設
備

（
又

は
機

能
）
 

左
記

設
備

（
機

能
）

の
要

求
モ

ー
ド

 

(5
)

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

た
め

の

設
備

（
1
.5

/
第

4
8

条
)

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及

び
６

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

が
有

す
る

終
ヒ

ー
ト

シ
ン

ク
へ

熱
を

輸
送

す
る

機
能

（
原

子
炉

補
機

冷
却

機
能

）
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

（
炉

心
の

著
し

い
損

傷
が

発
生

す
る

前
に

生
ず

る
も

の
に

限
る

。
）

を
防

止
す

る
た

め
，

２
次

冷
却

系
統

か
ら

の
除

熱
，

格
納

容
器

内
自

然
対

流
冷

却
，

代

替
補

機
冷

却
に

よ
り

終
ヒ

ー
ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸

送
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
で

あ
り

（
例

：
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト
）
，

ま
た

，
当

該
機

能
は

プ
ラ

ン
ト
停

止
時

に
も

必
要

と

な
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

燃
料

が
存

在
す

る
期

間
の

運

転
モ

ー
ド

を
適

用
す

る
。

 

・
海

水
ポ

ン
プ

・
原

子
炉

補
機

冷
却

水
ポ

ン
プ

・
（
全

交
流

動
力

電
源

）

モ
ー

ド
１

，
２

，
３

及
び

４

(6
)

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
冷

却
等

の
た

め
の

設

備 （
1
.6

/
第

4
9

条
）

モ
ー

ド
１

,２
,３

，
４

,５
及

び
６

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

が
有

す
る

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
冷

却
機

能
（
格

納
容

器

ス
プ

レ
イ

機
能

）
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
，

格
納

容
器

内
自

然
対

流
冷

却
，

代
替

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

に
よ

り
原

子
炉

格
納

容
器

内

の
圧

力
及

び
温

度
を

低
下

さ
せ

る
た

め
，

に
必

要
な

設
備

で
あ

り
（
例

：
代

替
格

納
容

器

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
）
，

ま
た

，
当

該
機

能
は

プ
ラ

ン
ト
停

止
時

に
も

必
要

と
な

る
可

能
性

が

あ
る

こ
と

か
ら

，
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

燃
料

が
存

在
す

る
期

間
の

運
転

モ
ー

ド
を

適

用
す

る
。

・
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
ポ

ン
プ

・
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

・
（
全

交
流

動
力

電
源

）

・
（
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

）

モ
ー

ド
１

，
２

，
３

及
び

４

(7
)

原
子

炉
格

納
容

器
の

過
圧

破
損

を
防

止
す

る

た
め

の
設

備

（
1
.7

/
第

5
0

条
）

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及

び
６

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

た
め

，
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
，

格
納

容
器

内
自

然
対

流
冷

却
，

代
替

格
納

容
器

ス

プ
レ

イ
に

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
の

圧
力

及
び

温
度

を
低

下
さ

せ
る

た
め

に
必

要
な

設

備
で

あ
り

（
例

：
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト
）
，

ま
た

，
当

該
機

能
は

プ
ラ

ン
ト
停

止
時

に

も
必

要
と

な
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

燃
料

が
存

在
す

る
期

間
の

運
転

モ
ー

ド
を

適
用

す
る

。
 

－
 

－
 

(8
)

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
の

溶
融

炉
心

を
冷

却

す
る

た
め

の
設

備

（
1
.8

/
第

5
1

条
)

モ
ー

ド
１

,２
,３

，
４

,５
及

び
６

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

た
め

，
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
，

代
替

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

に
よ

り
溶

融
し

，
原

子
炉

格
納

容
器

の
下

部
に

落
下

し
た

炉
心

を
冷

却
す

る
た

め
に

必
要

な
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

注
水

設
備

で
あ

り
（
例

：
代

替
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
ポ

ン
プ

）
，

ま
た

，
当

該
機

能
は

プ
ラ

ン
ト

停
止

時
に

も
必

要
と

な
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

燃
料

が
存

在
す

る
期

間
の

運
転

モ
ー

ド
を

適
用

す
る

。
 

－
 

－
 

(9
)

水
素

爆
発

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損

を
防

止
す

る
た

め
の

設

備 （
1
.9

/
第

5
2

条
）

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及

び
６

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

お
け

る
水

素
爆

発
に

よ
る

破
損

を
防

止
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

に
，

水
素

爆
発

に
よ

る
原

子
炉

格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
水

素
濃

度
低

減
，

水
素

濃
度

監
視

を
行

う

設
備

で
あ

り
（
例

：
静

的
触

媒
式

水
素

再
結

合
装

置
）
，

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
燃

料

が
存

在
す

る
期

間
の

運
転

モ
ー

ド
を

適
用

す
る

。
 

－
 

－
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分
 
類

 

(技
術

的
能

力
審

査
基

準
/

設
置

許
可

基
準

規
則

) 

適
用

す
る

 

運
転

モ
ー

ド
 

運
転

モ
ー

ド
の

適
用

根
拠

 
喪

失
を

想
定

す
る

設
計

基
準

事
故

 

対
処

設
備

（
又

は
機

能
）
 

左
記

設
備

（
機

能
）

の
要

求
モ

ー
ド

 

(1
0
)水

素
爆

発
に

よ
る

原

子
炉

建
屋

等
の

損
傷

を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
 

 
 

（
1
.1

0
/
第

5
3

条
）
 

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及

び
６

 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
原

子
炉

建
屋

等
の

水
素

爆
発

に
よ

る
損

傷
を

防
止

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
に

，
水

素
爆

発
に

よ
る

当
該

原
子

炉
建

屋
等

の

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
ア

ニ
ュ

ラ
ス

部
の

水
素

排
出

，
水

素
濃

度
監

視
を

行

う
設

備
で

あ
り

（
例

：
ア

ニ
ュ

ラ
ス

排
気

フ
ァ

ン
）
，

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
燃

料
が

存
在

す
る

期
間

の
運

転
モ

ー
ド

を
適

用
す

る
。

 

－
 

－
 

(1
1
)使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽

の
冷

却
等

の
た

め
の

設

備
 

 
 

（
1
.1

1
/
第

5
4

条
）
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
の

冷
却

機
能

又
は

注
水

機
能

が
喪

失
し

，
又

は
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
か

ら
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

当
該

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
の

水
位

が
低

下

し
た

場
合

に
お

い
て

当
該

ピ
ッ

ト
内

の
燃

料
等

を
冷

却
し

，
放

射
線

を
遮

断
し

，
及

び
臨

界
を

防
止

す
る

た
め

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
へ

の
注

水
，

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
の

監
視

を
行

う
設

備
で

あ
り

（
例

：
中

型
ポ

ン
プ

車
）
，

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

を
適

用
す

る
。

 

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ポ

ン
プ

/
冷

却
器

 

又
は

 

・
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

ポ
ン

プ
 

・
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

 

・
１

次
系

純
水

サ
ー

ビ
ス

ポ
ン

プ
 

・
２

次
系

純
水

タ
ン

ク
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
か

ら
の

大
量

の
水

の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
当

該
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

水
位

が
異

常
に

低
下

し
た

場
合

に
お

い
て

も
，

ピ
ッ

ト
内

の
燃

料
等

の
著

し
い

損
傷

の
進

行
を

緩
和

し
，

及
び

臨
界

を
防

止
し

，
放

射
性

物
質

の
放

出
を

低
減

す

る
た

め
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
ス

プ
レ

イ
，

燃
料

取
扱

棟
へ

の
放

水
，

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
の

監
視

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
で

も
あ

る
こ

と
か

ら
（
例

：
小

型
放

水
砲

）
，

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

を
適

用
す

る
。

 

－
 

－
 

(1
2
)発

電
所

外
へ

の
放

射

性
物

質
の

拡
散

を
抑

制

す
る

た
め

の
設

備
 

 
 

（
1
.1

2
/
第

5
5

条
）
 

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

炉
心

の
著

し
い

損
傷

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

又
は

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
の

燃
料

等
の

著
し

い
損

傷
に

至
っ

た
場

合
に

お
い

て
，

大
気

へ
の

拡
散

抑
制

，
海

洋
へ

の

拡
散

抑
制

に
よ

り
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

で
あ

り
（
例

：
放

水
砲

）
原

子
炉

格
納

容
器

内
に

燃
料

が
存

在
す

る
期

間
の

運
転

モ
ー

ド
及

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

に
燃

料
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

を
適

用
す

る
。

 

－
 

－
 

原
子

炉
建

屋
周

辺
に

お
け

る
航

空
機

衝
突

に
よ

る
航

空
機

燃
料

火
災

が
発

生
し

た
場

合
の

航
空

機
燃

料
火

災
の

泡
消

火
に

よ
り

火
災

に
対

応
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
で

も

あ
り

，
常

時
待

機
が

必
要

な
設

備
で

あ
る

。
 

(1
3
)事

故
時

等
の

収
束

に

必
要

と
な

る
水

の
供

給

設
備

 

 
 

（
1
.1

3
/
第

5
6

条
）
 

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

対
し

て
重

大
事

故
等

の

収
束

に
必

要
と

な
る

十
分

な
量

の
水

を
供

給
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
で

あ
り

（
例

：
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

）
，

設
計

基
準

事
故

又
は

重
大

事
故

等
が

発
生

す
る

可
能

性
の

あ

る
運

転
モ

ー
ド

に
お

い
て

，
待

機
が

必
要

な
設

備
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
す

べ
て

の
運

転
モ

ー
ド

の
期

間
を

適
用

す
る

。
 

(設
計

基
準

事
故

の
収

束
に

必
要

な
水

源
）
 

・
補

助
給

水
タ

ン
ク

・
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

・
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及
び

６

並
び

に

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間
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分
 
類

 

(技
術

的
能

力
審

査
基

準
/

設
置

許
可

基
準

規
則

) 

適
用

す
る

 

運
転

モ
ー

ド
 

運
転

モ
ー

ド
の

適
用

根
拠

 
喪

失
を

想
定

す
る

設
計

基
準

事
故

 

対
処

設
備

（
又

は
機

能
）
 

左
記

設
備

（
機

能
）

の
要

求
モ

ー
ド

 

(1
4
)電

源
設

備
 

 
 

（
1
.1

4
/
第

5
7

条
）
 

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

電
源

が
喪

失
し

た
こ

と
に

よ
り

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
炉

心
の

著
し

い
損

傷
，

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

，
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

燃
料

等
の

著
し

い
損

傷

及
び

運
転

停
止

中
原

子
炉

内
燃

料
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

，
非

常
用

電
源

（
交

流
）
，

代
替

電
源

（
交

流
）
，

非
常

用
電

源
（
直

流
）
，

代
替

電
源

（
直

流
）
，

代
替

所

内
電

気
設

備
か

ら
給

電
す

る
た

め
の

設
備

で
あ

り
(例

：
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
）
，

設
計

基
準

事
故

又
は

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

い
て

電
源

供
給

が
必

要
な

設
備

に

適
用

さ
れ

る
運

転
モ

ー
ド

を
適

用
す

る
。

 

・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

 
（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）
 

・
蓄

電
池

（
非

常
用

）
 

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及
び

６
 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

 

(1
5
)計

装
設

備
 

 
 

（
1
.1

5
/
第

5
8

条
）
 

各
計

器
の

要
求

モ
ー

ド

に
従

う
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
，

計
測

機
器

の
故

障
に

よ
り

当
該

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
監

視
す

る
こ

と
が

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
す

る
こ

と
が

困
難

と
な

っ
た

場
合

に
お

い
て

，
当

該
パ

ラ
メ

ー
タ

を
推

定
す

る
た

め
に

有
効

な
情

報
を

把
握

で
き

る
こ

と
が

必
要

な
設

備
（
例

：
代

替
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
ラ

イ
ン

積
算

流
量

(A
M

)）
で

あ
る

こ
と

か

ら
，

各
計

器
を

必
要

と
す

る
運

転
モ

ー
ド

を
適

用
す

る
。

 

各
計

器
 

・
各

計
器

の
要

求
モ

ー
ド

 

(1
6
)原

子
炉

制
御

室
 

 
 

（
1
.1

6
/
第

5
9

条
）
 

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

重
大

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

運
転

員
が

と
ど

ま
る

の
に

必
要

な
対

処
設

備
，

資
機

材
を

活
用

し
た

居
住

性
の

確
保

，
汚

染
の

持
ち

込
み

防
止

を
図

る
た

め
の

設

備
で

あ
り

（
例

：
中

央
制

御
室

非
常

用
給

気
フ

ァ
ン

）
，

重
大

事
故

が
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
運

転
モ

ー
ド

に
お

い
て

，
待

機
が

必
要

な
設

備
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
す

べ
て

の
運

転
モ

ー
ド

の
期

間
を

適
用

す
る

。
 

－
 

－
 

(1
7
)監

視
測

定
設

備
 

 
 

（
1
.1

7
/
第

6
0

条
）
 

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
発

電
所

及
び

そ
の

周
辺

（
周

辺
海

域
を

含
む

）
に

お

い
て

原
子

炉
施

設
か

ら
放

出
さ

れ
る

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

放
射

線
量

を
監

視
し

，

及
び

測
定

し
，

並
び

に
そ

の
結

果
を

記
録

す
る

た
め

の
設

備
で

あ
り

（
例

：
可

搬
型

モ
ニ

タ
）
，

重
大

事
故

等
が

発
生

す
る

可
能

性
の

あ
る

運
転

モ
ー

ド
に

お
い

て
，

待
機

が
必

要

な
設

備
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
す

べ
て

の
運

転
モ

ー
ド

の
期

間
を

適
用

す
る

。
 

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト
 

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
カ

ー
 

・
気

象
観

測
設

備
 

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及
び

６
 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

 
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

発
電

所
に

お
い

て
風

向
，

風
速

そ
の

他
の

気
象

条

件
を

測
定

し
，

及
び

そ
の

結
果

を
記

録
す

る
た

め
の

設
備

で
あ

り
（
例

：
可

搬
型

気
象

観

測
設

備
）
，

上
記

と
同

様
の

運
転

モ
ー

ド
で

適
用

さ
れ

る
。

 

(1
8
)緊

急
時

対
策

所
 

 
 

（
1
.1

8
/
第

6
1

条
）
 

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
必

要
な

要
員

が
と

ど
ま

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う

適
切

な
措

置
を

講
じ

た
も

の
，

必
要

な
情

報
を

把
握

で
き

る
設

備
及

び
発

電
所

内
外

と

の
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

で
あ

り
（
例

：
緊

急
時

対
策

所
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
）
，

重
大

事
故

等
が

発
生

す
る

可
能

性
の

あ
る

運
転

モ
ー

ド
に

お
い

て
，

待
機

が
必

要

な
設

備
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
す

べ
て

の
運

転
モ

ー
ド

の
期

間
を

適
用

す
る

。

－
 

－
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10014622
長方形



 

 

分
 
類

 

(技
術

的
能

力
審

査
基

準
/

設
置

許
可

基
準

規
則

) 

適
用

す
る

 

運
転

モ
ー

ド
 

運
転

モ
ー

ド
の

適
用

根
拠

 
喪

失
を

想
定

す
る

設
計

基
準

事
故

 

対
処

設
備

（
又

は
機

能
）
 

左
記

設
備

（
機

能
）

の
要

求
モ

ー
ド

 

(1
9
)通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

 

 
 

（
1
.1

9
/
第

6
2

条
）
 

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
発

電
所

の
内

外
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

で
あ

り
（
例

：
衛

星
電

話
設

備
）
，

重
大

事
故

等
が

発
生

す
る

可
能

性
の

あ
る

運
転

モ
ー

ド
に

お
い

て
，

待
機

が
必

要
な

設
備

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

す
べ

て
の

運
転

モ
ー

ド
の

期
間

を
適

用
す

る
。

。
 

－
 

－
 

（
2
0
）
共

通
事

項
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
 

（
1
.0

/
第

4
3

条
）
 

モ
ー

ド
１

,２
,３

,４
,５

及

び
６

 

並
び

に
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
、

代
替

炉
心

注
水

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
ス

プ
レ

イ

並
び

に
原

子
炉

格
納

容
器

へ
の

放
水

等
、

発
電

所
に

配
備

し
て

い
る

可
搬

型
重

大

事
故

等
対

処
設

備
の

用
途

は
多

岐
に

渡
る

。
屋

外
の

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

確
保

す

る
た

め
の

ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

ダ
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
ら

の
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処

設
備
に
そ
れ
ぞ
れ
要
求
さ
れ
る
モ
ー
ド
に
お
い
て
、
待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る

こ

と
か

ら
，

す
べ

て
の

運
転

モ
ー

ド
の

期
間

を
適

用
す

る
。
。

 

－
 

－
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表 84－15 電源設備 

84－15－１ 非常用ガスタービン発電機または空冷式非常用発電装置からの給電 

（１）運転上の制限

項  目 運転上の制限 

非常用ガスタービン発電機また

は空冷式非常用発電装置からの

給電 

(1)非常用ガスタービン発電機による電源系が動作可能である

こと，および非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽の油

量が364kL※１以上であること 

または 

(2)空冷式非常用発電装置による電源系が動作可能であること

適用モード 設  備 所要数 

モード１，２，３，４，５および

６ 

非常用ガスタービン発電機 １台 

非常用ガスタービン発電機燃

料油貯油槽 
364kL以上※１ 

空冷式非常用発電装置 ２台 

重油タンク ※２

ミニローリー ※２

モード１，２，３，４，５，６以

外で使用済燃料ピットに燃料体

を貯蔵している期間 

非常用ガスタービン発電機 １台 

非常用ガスタービン発電機燃

料油貯油槽 
364kL以上※１ 

空冷式非常用発電装置 １台 

重油タンク ※２

ミニローリー ※２

※１：非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽２基分

※２：「84－15－６ 重油タンク，軽油タンク，ミニローリーによる燃料補給設備」において運転

上の制限等を定める。 

（２）確認事項

項  目 確認事項 頻  度 担  当 

非常用ガスタービン発

電機 

発電機を起動し，運転状態（電圧等）に異

常がないことを確認する。 

１年に１回 電気計画課長 

発電機を起動し，動作可能であることを確

認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

非常用ガスタービン発

電機燃料油貯油槽 

油量を確認する。 １ヶ月に１回 当直長 

空冷式非常用発電装置 発電装置を起動し，運転状態（電圧等）に

異常がないことを確認する。 

１年に１回 電気計画課長 

発電装置を起動し，動作可能であることを

確認する。 

１ヶ月に１回 電気計画課長 

参考資料

＜保安規定記載＞
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（３）要求される措置

適用 

モード
条  件 要求される措置 完了時間 

モード

１，２，

３および

４ 

A.非常用ガスタービ

ン発電機からの電

源系が動作不能 
※３である場合

および 

空冷式非常用発電

装置からの電源系
※４が動作不能で

ある場合 

A.1 当直長は，１基のディーゼル発電機を起動し，

動作可能であることを確認するとともに，残

りのディーゼル発電機１基が動作可能である

ことを確認する※５。 

および 

A.2 電気計画課長は，代替措置※６を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する。 

および 

A.3.1 当直長または電気計画課長は，非常用ガス

タービン発電機からの電源系を動作可能な

状態に復旧する。 

 または 

A.3.2 電気計画課長は，空冷式非常用発電装置か

らの電源系を動作可能な状態に復旧する。 

４時間 

72時間 

10日 

10日 

B.条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合

B.1 当直長は，モード３にする。

および 

B.2 当直長は，モード５にする。

12時間 

56時間 

モード５

および６ 

A.非常用ガスタービ

ン発電機からの電

源系が動作不能 
※３である場合

および 

空冷式非常用発電

装置からの電源系
※４が動作不能で

ある場合 

A.1.1 当直長または電気計画課長は，非常用ガス

タービン発電機からの電源系を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

 または 

A.1.2 電気計画課長は，空冷式非常用発電装置か

らの電源系を動作可能な状態に復旧する措

置を開始する。 

および 

A.2 当直長は，１次冷却系の水抜きを行っている

場合は，水抜きを中止する。 

および 

A.3 当直長は，モード５（１次冷却系非満水）ま

たはモード６（キャビティ低水位）の場合，

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

および 

A.4 電気計画課長は，代替措置※６を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する措置を開

始する。 

速やかに 

速やかに 

速やかに 

速やかに 

速やかに 

※３：非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽が制限値を満足していない場合を含む。

※４：空冷式非常用発電装置２台による。

※５：「動作可能であること」の確認は，対象設備の至近の記録等により行う。

※６：代替品の補充等
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（３）要求される措置 つづき

適用 

モード
条  件 要求される措置 完了時間 

モード

１，２，

３，４，

５，６以

外で使用

済燃料ピ

ットに燃

料体を貯

蔵してい

る期間 

A.非常用ガスタービ

ン発電機からの電

源系が動作不能 

※７である場合

および 

空冷式非常用発電

装置からの電源系

※８が動作不能で

ある場合 

A.1.1 当直長または電気計画課長は，非常用ガス

タービン発電機からの電源系を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

 または 

A.1.2 電気計画課長は，空冷式非常用発電装置か

らの電源系を動作可能な状態に復旧する措

置を開始する。 

および 

A.2 電気計画課長は，代替措置※９を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する措置を開

始する。 

速やかに 

速やかに 

速やかに 

※７：非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽が制限値を満足していない場合を含む。

※８：空冷式非常用発電装置１台による。

※９：代替品の補充等

22



84－15－２ 300kVA 電源車からの給電 

（１）運転上の制限

項  目 運転上の制限 

300kVA電源車からの給電 300kVA 電源車による電源系２系統※１が動作可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

モード１，２，３，４，５，６お

よび使用済燃料ピットに燃料体

を貯蔵している期間 

300kVA電源車 １台×２ 

300kVA 電源車用変圧器 １台×２ 

軽油タンク ※２

ミニローリー ※２

※１：１系統とは，300kVA 電源車１台および 300kVA 電源車用変圧器１台をいう。

※２：「84－15－６ 重油タンク，軽油タンク，ミニローリーによる燃料補給設備」において運転

上の制限等を定める。 

（２）確認事項

項  目 確認事項 頻  度 担  当 

300kVA電源車 発電機を起動し，運転状態（電圧等）に異

常がないことを確認する。 

１年に１回 電気計画課長 

２台以上の発電機を起動し，動作可能であ

ることを確認する。 

３ヶ月に１回 電気計画課長 

300kVA電源車用変圧器 所要数が使用可能であることを外観点検

により確認する。 

３ヶ月に１回 電気計画課長 
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（３）要求される措置

適用 

モード
条  件 要求される措置 完了時間 

モード

１，２，

３および

４ 

A.300kVA電源車およ

び300kVA電源車用

変圧器からの電源

系のうち，動作可

能な系統が２系統

未満である場合

A.1 当直長は，１基のディーゼル発電機を起動し，

動作可能であることを確認するとともに，残

りのディーゼル発電機１基が動作可能である

ことを確認する※３。 

および 

A.2 当直長または電気計画課長は，当該系統と同

等な機能を持つ重大事故等対処設備※４が動

作可能であることを確認する※３。 

および 

A.3 電気計画課長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

10日 

30日 

B.300kVA電源車およ

び300kVA電源車用

変圧器からの電源

系のすべての系統

が動作不能である

場合

B.1 当直長は，１基のディーゼル発電機を起動し，

動作可能であることを確認するとともに，残

りのディーゼル発電機１基が動作可能である

ことを確認する※３。 

および 

B.2 当直長または電気計画課長は，当該系統と同

等な機能を持つ重大事故等対処設備※４が動

作可能であることを確認する※３。 

および 

B.3 電気計画課長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

72時間 

30日 

C.条件ＡまたはＢの

措置を完了時間内

に達成できない場

合

C.1 当直長は，モード３にする。

および 

C.2 当直長は，モード５にする。

12時間 

56時間 

※３：「動作可能であること」の確認は，対象設備の至近の記録等により行う。

※４：非常用ガスタービン発電機または空冷式非常用発電装置をいう。
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（３）要求される措置 つづき

適用 

モード
条  件 要求される措置 完了時間 

モード

５，６お

よび使用

済燃料ピ

ットに燃

料体を貯

蔵してい

る期間 

A.300kVA電源車およ

び300kVA電源車用

変圧器からの電源

系のうち，動作可

能な系統が２系統

未満である場合

A.1 電気計画課長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する措置を開始する。 

および 

A.2 当直長は，１次冷却系の水抜きを行っている

場合は，水抜きを中止する。 

および 

A.3 当直長は，モード５（１次冷却系非満水）ま

たはモード６（キャビティ低水位）の場合，

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

および 

A.4 当直長または電気計画課長は，当該系統と同

等な機能を持つ重大事故等対処設備※５が動

作可能であることを確認する※６。 

速やかに 

速やかに 

速やかに 

速やかに 

※５：非常用ガスタービン発電機または空冷式非常用発電装置をいう。

※６：「動作可能であること」の確認は，対象設備の至近の記録等により行う。
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84－15－３ 蓄電池（非常用）および蓄電池（重大事故等対処用）からの給電 

（１）運転上の制限

項  目 運転上の制限 

蓄電池（非常用）および蓄電池（重

大事故等対処用）からの給電 

(1)蓄電池（非常用）からの電源系１系統以上が動作可能であ

ること

(2)蓄電池（重大事故等対処用）からの電源系１系統以上が動

作可能であること

適用モード 設  備 所要数 

モード１，２，３，４，５，６お

よび使用済燃料ピットに燃料体

を貯蔵している期間 

蓄電池（非常用） １組 

蓄電池（重大事故等対処用） １組 

（２）確認事項

項  目 確認事項 頻  度 担  当 

蓄電池（非常用） 蓄電池（非常用）が健全であることを確認

する。 

定期検査時 発電課長 

蓄電池（非常用）の浮動充電時の蓄電池端

子電圧が126.5V 以上であることを確認す

る。 

１週間に１回 当直長 

蓄電池（重大事故等対

処用） 

蓄電池（重大事故等対処用）が健全である

ことを確認する。 

定期検査時 発電課長 

蓄電池（重大事故等対処用）の浮動充電時

の蓄電池端子電圧が126.5V 以上であるこ

とを確認する。 

１週間に１回 当直長 
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（３）要求される措置

適用 

モード
条  件 要求される措置 完了時間 

モード

１，２，

３および

４ 

A.蓄電池（非常用）

からの電源系のす

べての系統が動作

不能である場合

または

蓄電池（重大事故

等対処用）からの

電源系のすべての

系統が動作不能で

ある場合

A.1 当直長は，１基のディーゼル発電機を起動し，

動作可能であることを確認するとともに，残

りのディーゼル発電機１基が動作可能である

ことを確認する※１。

および 

A.2 当直長または電気計画課長は，当該系統と同

等な機能を持つ重大事故等対処設備※２が動

作可能であることを確認する※１。 

および 

A.3 当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧

する。 

４時間 

72時間 

30日 

B.条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合

B.1 当直長は，モード３にする。

および 

B.2 当直長は，モード５にする。

12時間 

56時間 

モード

５，６お

よび使用

済燃料ピ

ットに燃

料体を貯

蔵してい

る期間 

A.蓄電池（非常用）

からの電源系のす

べての系統が動作

不能である場合

または

蓄電池（重大事故

等対処用）からの

電源系のすべての

系統が動作不能で

ある場合

A.1 当直長は，当該系統を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

および 

A.2 当直長は，１次冷却系の水抜きを行っている

場合は，水抜きを中止する。 

および 

A.3 当直長は，モード５（１次冷却系非満水）ま

たはモード６（キャビティ低水位）の場合，

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

および 

A.4 当直長または電気計画課長は，当該系統と同

等な機能を持つ重大事故等対処設備※２が動

作可能であることを確認する※１。 

速やかに 

速やかに 

速やかに 

速やかに 

※１：「動作可能であること」の確認は，対象設備の至近の記録等により行う。

※２：非常用ガスタービン発電機，空冷式非常用発電装置，300kVA 電源車または可搬型直流電源装

置（75kVA 電源車および可搬型整流器）をいう。 
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 84－15－４ 可搬型直流電源装置（75kVA電源車および可搬型整流器）からの給電 

（１）運転上の制限

項  目 運転上の制限 

可搬型直流電源装置（75kVA電源

車および可搬型整流器）からの給

電 

可搬型直流電源装置（75kVA電源車および可搬型整流器）から

の電源系２系統※１が動作可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

モード１，２，３，４，５，６お

よび使用済燃料ピットに燃料体

を貯蔵している期間 

75kVA電源車 １台×２ 

可搬型整流器 １個×２ 

軽油タンク ※２

ミニローリー ※２

※１：１系統とは，75kVA電源車１台および可搬型整流器１個をいう。

※２：「84－15－６ 重油タンク，軽油タンク，ミニローリーによる燃料補給設備」において運転

上の制限等を定める。 

（２）確認事項

項  目 確認事項 頻  度 担  当 

75kVA電源車 発電機を起動し，運転状態（電圧等）に異

常がないことを確認する。 

１年に１回 電気計画課長 

２台以上の発電機を起動し，動作可能であ

ることを確認する。 

３ヶ月に１回 電気計画課長 

可搬型整流器 所要数が使用可能であることを外観点検

により確認する。 

３ヶ月に１回 電気計画課長 
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（３）要求される措置

適用 

モード
条  件 要求される措置 完了時間 

モード

１，２，

３および

４ 

A.可搬型直流電源装

置（75kVA電源車お

よ び 可 搬 型 整 流

器）からの電源系

のうち，動作可能

な系統が２系統未

満である場合

A.1 当直長は，１基のディーゼル発電機を起動し，

動作可能であることを確認するとともに，残

りのディーゼル発電機１基が動作可能である

ことを確認する※３。

および 

A.2 当直長または電気計画課長は，当該系統と同

等な機能を持つ重大事故等対処設備※４が動

作可能であることを確認する※３。 

および 

A.3 電気計画課長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

10日 

30日 

B.可搬型直流電源装

置（75kVA電源車お

よび可搬型整流器）

からの電源系のす

べての系統が動作

不能である場合

B.1 当直長は，１基のディーゼル発電機を起動し，

動作可能であることを確認するとともに，残

りのディーゼル発電機１基が動作可能である

ことを確認する※３。 

および 

B.2 当直長または電気計画課長は，当該系統と同

等な機能を持つ重大事故等対処設備※４が動

作可能であることを確認する※３。 

および 

B.3 電気計画課長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する。 

４時間 

72時間 

30日 

C.条件ＡまたはＢの

措置を完了時間内

に達成できない場

合

C.1 当直長は，モード３にする。

および 

C.2 当直長は，モード５にする。

12時間 

56時間 

※３：「動作可能であること」の確認は，対象設備の至近の記録等により行う。

※４：非常用ガスタービン発電機，空冷式非常用発電装置または 300kVA 電源車をいう。
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（３）要求される措置 つづき

適用 

モード
条  件 要求される措置 完了時間 

モード

５，６お

よび使用

済燃料ピ

ットに燃

料体を貯

蔵してい

る期間 

A.可搬型直流電源装

置（75kVA電源車お

よ び 可 搬 型 整 流

器）からの電源系

のうち，動作可能

な系統が２系統未

満である場合

A.1 電気計画課長は，当該系統を動作可能な状態

に復旧する措置を開始する。 

および 

A.2 当直長は，１次冷却系の水抜きを行っている

場合は，水抜きを中止する。 

および 

A.3 当直長は，モード５（１次冷却系非満水）ま

たはモード６（キャビティ低水位）の場合，

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

および 

A.4 当直長または電気計画課長は，当該系統と同

等な機能を持つ重大事故等対処設備※５が動

作可能であることを確認する※６。 

速やかに 

速やかに 

速やかに 

速やかに 

※５：非常用ガスタービン発電機，空冷式非常用発電装置または 300kVA 電源車をいう。

※６：「動作可能であること」の確認は，対象設備の至近の記録等により行う。
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84－15－５ 代替所内電気設備（代替電気設備受電盤，代替動力変圧器，非常用ガスタービン発電
機，空冷式非常用発電装置）からの給電 

（１）運転上の制限

項  目 運転上の制限 

代替所内電気設備（代替電気設備

受電盤，代替動力変圧器，非常用

ガスタービン発電機，空冷式非常

用発電装置）からの給電 

代替所内電気設備からの給電系が使用可能であること 

適用モード 設  備 所要数 

モード１，２，３，４，５，６お

よび使用済燃料ピットに燃料体

を貯蔵している期間 

代替電気設備受電盤 １台 

代替動力変圧器 １台 

非常用ガスタービン発電機 ※１

非常用ガスタービン発電機燃

料油貯油槽 
※１

空冷式非常用発電装置 ※１

重油タンク ※２

ミニローリー ※２

※１：「84－15－１ 非常用ガスタービン発電機または空冷式非常用発電装置からの給電」におい

て運転上の制限等を定める。 

※２：「84－15－６ 重油タンク，軽油タンク，ミニローリーによる燃料補給設備」において運転

上の制限等を定める。 

（２）確認事項

項  目 確認事項 頻  度 担  当 

代替電気設備受電盤 所要数が使用可能であることを外観点検

により確認する。 

１ヶ月に１回 電気計画課長 

代替動力変圧器 
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（３）要求される措置

適用 

モード
条  件 要求される措置 完了時間 

モード

１，２，

３および

４ 

A.代替所内電気設備

からの給電系が使

用不能である場合

A.1 当直長は，所内電気設備の系統電圧を確認し，

使用可能であることを確認する。 

および 

A.2 電気計画課長は，代替措置※３を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する。 

および 

A.3 電気計画課長は，当該設備を使用可能な状態

に復旧する。 

４時間 

72時間 

10日 

B.条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合

B.1 当直長は，モード３にする。

および 

B.2 当直長は，モード５にする。

12時間 

56時間 

モード

５，６お

よび使用

済燃料ピ

ットに燃

料体を貯

蔵してい

る期間 

A.代替所内電気設備

からの給電系が使

用不能である場合

A.1 電気計画課長は，当該設備を使用可能な状態

に復旧する措置を開始する。 

および 

A.2 当直長は，１次冷却系の水抜きを行っている

場合は，水抜きを中止する。 

および 

A.3 当直長は，モード５（１次冷却系非満水）ま

たはモード６（キャビティ低水位）の場合，

１次系保有水を回復する措置を開始する。 

および 

A.4 電気計画課長は，代替措置※３を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する措置を開

始する。 

速やかに 

速やかに 

速やかに 

速やかに 

※３：代替品の補充等
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資料２．（１） 

保安規定第 84条 表 84－15「電源設備」 

84－15－１ 「非常用ガスタービン発電機または空冷式非常用発電装置からの給電」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

（１）設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）非常用ガスタービン発電機

（２）設置変更許可申請書 添付十追補（系統図）空冷式非常用発電装置

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

（１）設置許可変更申請書 添付八（所要数・必要容量）

（２）設置許可変更申請書 添付八（設備仕様）

（３）工事計画認可申請書 資料 3-1（所要数・必要容量）

（４）工事計画認可申請書 資料 16（所要数・必要容量）

添付－３ 同等の機能を有する設備 

（１）設置変更許可申請書 添付十追補（同等の機能を有することの説明）
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４

．
３

．
（

１
）

ａ
．
）

 
本
表
で
は

、
 

非
常
用
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電
機

は
モ

ー
ド

１
，

２
，

３
，

４
，

５
お

よ
び

６
な

ら
び

に
モ

ー
ド

１
，

２
，

３
，

４
，

５
，

６
以

外
で

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期

間
に

お
い

て
１

台
で

重
大

事
故

時
の

必
要
な

電
力

を
供

給
し

得
る

能
力

を
有

す
る

。
お

よ
び
，
非
常

用
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン

発
電

機
燃

料
油

貯
油

槽
の

油
量

が
重

大
事

故
等

発
生

後
７

日
間

連
続

運
転

に
必

要
な

容
量

を
有

す
る

。
（

添
付

－
２
）

 
ま
た
、

 
空
冷
式
非

常
用
発

電
装
置

は
モ

ー
ド

１
，
２

，
３

，
４

，
５

お
よ

び
６

で
は

２
台

，
モ

ー
ド

１
，
２

，
３

，
４

，
５

，
６

以
外

で
使

用
済

燃
料
ピ
ッ

ト
に
燃

料
体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

で
は

１
台

で
重

大
事

故
時

の
必

要
な

電
力

を
供

給
し

得
る

能
力

を
有

す
る

。
 

④
②
に

含
ま
れ

る
主
な

設
備

⑤
「
設

置
許
可

基
準

規
則
」
（

技
術

基
準

規
則

）
の

要
求

で
は

，
非

常
用

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

つ
い

て
は

，
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
た
め
，

２
Ｎ
は

求
め
ら

れ
て

い
な

い
。

そ
の

た
め

，
１

Ｎ
要

求
と

し
て

，
非

常
用

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
は

１
セ

ッ
ト

１
台

と
す

る
。

（
２
Ｎ
が

求
め
ら

れ
る
設

備
は

，
条

文
要

求
に

よ
り

，
可

搬
型

代
替

電
源

設
備

お
よ

び
可

搬
型

注
水

設
備
（

原
子

炉
建

屋
の

外
か

ら
水

ま
た

は
電
力
を

供
給
す

る
も
の

に
限

る
）

が
該

当
す

る
。
）
（

添
付

－
２

）
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保
安

規
定

 
第

８
４

条
 
条
文
 

記
載

内
容

の
説

明
 

（
２
）
確

認
事
項

項
 
 

目
 

確
認

事
項

⑥
 

頻
 
 
度

 
担
 
 
当

 
非
常
用
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

 
発

電
機

を
起

動
し

，
運

転
状

態
（

電
圧

等
）

に
異
常
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
１
年
に
１

回
 

電
気
計
画

課
長

 

発
電

機
を

起
動

し
，

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

１
ヶ
月
に

１
回

 
当
直
長

 

非
常
用
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

燃
料
油
貯

油
槽

 
油

量
を

確
認

す
る

。
 

１
ヶ
月
に

１
回

 
当
直
長

 

空
冷
式
非

常
用
発

電
装
置

 
発

電
装

置
を

起
動

し
，

運
転

状
態

（
電

圧
等

）
に
異
常

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
年
に
１

回
 

電
気
計
画

課
長

 

発
電

装
置

を
起

動
し

，
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と
を
確
認

す
る

。
 

１
ヶ
月
に

１
回

 
電
気
計
画

課
長

 

⑥
適
用

モ
ー
ド

期
間
の

確
認
事

項
を

記
載

す
る

。
(
保

安
規

定
変

更
に

係
る

基
本

方
針

４
．

２
（

１
）

～
（

３
）

)

a
.
性
能
確

認
（
機

能
・
性

能
が

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
）

b
.
動
作
確

認
（
運

転
上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

定
期

的
に

確
認

す
る

）
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保
安

規
定

 
第

８
４
条

 
条

文
 

記
載

内
容

の
説

明
 

（
３
）
要

求
さ
れ

る
措
置

適
用

 

モ
ー
ド

条
 
 
件

⑦
 

要
求

さ
れ

る
措
置

⑧
 

完
了
時
間

 

モ
ー

ド
１

，

２
，
３

お
よ
び

４

A
.
非

常
用

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発

電
機

か
ら

の
電

源
系

が
動

作
不
能

 
※

３
で
あ
る
場

合

お
よ
び

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

か
ら

の
電

源
系

※
４
が

動
作

不
能
で
あ

る
場

合

A
.
1
 
当

直
長

は
，

１
基

の
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電
機

を
起

動
し

，
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
，

残
り

の
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
１

基
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と
を

確
認
す
る

※
５
。

 

お
よ

び
 

A
.
2
 
電

気
計

画
課

長
は

，
代

替
措
置

※
６
を
検
討
し
，
原
子
炉

主
任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る
。

お
よ

び
 

A
.
3
.
1
 
当

直
長

ま
た

は
電

気
計

画
課

長
は

，
非

常
用

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
か

ら
の

電
源

系
を

動
作
可

能
な
状

態
に
復
旧
す

る
。

 

ま
た

は
 

A
.
3
.
2
 
電

気
計

画
課

長
は

，
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
か

ら
の

電
源

系
を

動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧
す

る
。

 

４
時
間

 

7
2
時
間

 

1
0
日

 

1
0
日

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合

B
.
1
 
当

直
長

は
，

モ
ー

ド
３

に
す

る
。

お
よ

び

B
.
2
 
当

直
長

は
，

モ
ー

ド
５

に
す

る
。

1
2
時
間

 

5
6
時
間

 

モ
ー

ド
５

お

よ
び
６

A
.
非

常
用

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発

電
機

か
ら

の
電

源
系

が
動

作
不
能

 
※

３
で
あ
る
場

合

お
よ
び

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

か
ら

の
電

源
系

※
４
が

動
作

不
能
で
あ

る
場

合

A
.
1
.
1
 
当

直
長

ま
た

は
電

気
計

画
課

長
は

，
非

常
用

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
か

ら
の

電
源

系
を

動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

措

置
を

開
始

す
る

。
 

ま
た

は
 

A
.
1
.
2
 
電

気
計

画
課

長
は

，
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
か

ら
の

電
源

系
を

動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧
す

る
措
置

を
開
始
す
る

。
 

お
よ

び
 

A
.
2
 
当

直
長

は
，

１
次

冷
却

系
の

水
抜

き
を
行

っ
て

い
る

場
合

は
，

水
抜

き
を

中
止

す
る

。

お
よ

び
 

A
.
3
 
当

直
長

は
，

モ
ー

ド
５

（
１

次
冷

却
系

非
満

水
）

ま
た

は
モ

ー

ド
６

（
キ

ャ
ビ

テ
ィ

低
水

位
）

の
場

合
，

１
次

系
保

有
水

を
回

復
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

A
.
4
 
電

気
計

画
課

長
は

，
代

替
措
置

※
６
を

検
討
し

，
原

子
炉

主
任

技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る
措

置
を
開

始
す
る
。

速
や
か
に

 

速
や
か
に

 

速
や
か
に

 

速
や
か
に

 

速
や
か
に

 

※
３
：
非

常
用
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

燃
料

油
貯

油
槽

が
制

限
値

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合
を
含
む

。

※
４
：
空

冷
式
非

常
用
発

電
装
置

２
台

に
よ

る
。

※
５
：
「

動
作
可

能
で
あ

る
こ
と

」
の

確
認

は
，

対
象

設
備

の
至

近
の

記
録

等
に

よ
り

行
う
。

※
６
：
代

替
品
の

補
充
等

⑦
運
転

上
の
制

限
を
満

足
し
な

い
場

合
の

条
件

を
記

載
す

る
。

A
.
１
Ｎ

要
求
の

重
大

事
故
等

対
処

設
備

が
運

転
上

の
制

限
（

１
Ｎ

）
を

満
足

で
き

な
い

状
態

に
な

っ
た

場
合

の
条

件
と

し
て

，
非

常
用

ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

か
ら

の
電

源
系

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

お
よ

び
空

冷
式

非
常

用
発
電

装
置

か
ら

の
電

源
系

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合
を
条

件
と
す

る
。
(
保

安
規

定
変

更
に

係
る

基
本

方
針

４
．

３
（

２
）

ｃ
．

)
 

⑧
要
求

さ
れ
る

措
置
に

つ
い
て

記
載

す
る

。

【
モ
ー
ド

１
，
２

，
３
お

よ
び
４

】
 

A
.
1
，
A
.
2
，
A
.
3
 「

対
応
す

る
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
」
と

し
て

整
理

し
た

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
起

動
し

，
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を

４
時
間

以
内

に
確

認
で

き
れ

ば
，

完
了

時
間

を
「

7
2
 
時

間
」

と
す

る
。

ま
た

，
非

常
用

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
か

ら
の

電

源
系

を
動

作
可

能
な

状
態

ま
た

は
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
か

ら
の

電
源

系
を

動
作

可
能

な
状

態
へ

速
や

か
に

復
旧

す
る

措
置
を
開

始
す

る
と

と
も

に
，
非

常
用

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
お

よ
び

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

の
機

能
を

補
完

す
る
「

代

替
措
置

」
を

検
討

し
，
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
7
2
時

間
以

内
に

実
施

で
き

れ
ば

，
完

了
時

間
を
「

1
0
日

」
と

す
る
。
こ
こ
で

い
う
「

代
替

措
置

」
と

は
，
同

様
の

代
替

品
を

補
充

す
る

措
置

等
を

示
す

。
（

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基

本

方
針
４
．

３
（

２
）

ｃ
．
（

３
）

ｃ
．

）
 

【
モ
ー
ド

５
お
よ

び
６
】

 

プ
ラ

ン
ト

停
止

中
で

あ
り

，
プ

ラ
ン

ト
状

態
が

安
全

側
と

な
る

措
置

を
記

載
す

る
。

（
保
安

規
定

変
更

に
係

る
基

本
方

針
４

．
３

（
２
）

ｃ
．

（
３
）
ｃ

．
）

A
.
2
，
A
.
3
 
当
該

系
統
が

動
作

不
能

で
あ

る
状

態
で

，
あ

え
て

ミ
ッ

ド
ル

ー
プ

運
転

を
行

う
こ

と
は

安
全

側
の

措
置

と
は

い
え

な
い

こ
と

か

ら
避
け
る

べ
き
で

あ
り

，
水

抜
き

中
の

場
合

は
，

速
や

か
に

水
抜

き
を

中
止

し
，

ミ
ッ

ド
ル

ー
プ

運
転

を
避

け
る

措
置

を
行

う
。

ま
た
，
既

に
ミ
ッ

ド
ル

ー
プ

運
転

中
の

場
合

は
１

次
系

の
保

有
水

を
回

復
す

る
措

置
を

行
う

。
（

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基

本
方

針
４
．
３

（
２
）

ｃ
．
（

３
）

ｃ
．

）
 

A
.
4
 
「
代

替
措
置

」
と
は

，
モ

ー
ド

１
，

２
，

３
お

よ
び

４
 
A
.
2
と

同
じ

。
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保
安

規
定

 
第

８
４

条
 
条

文
 

記
載

内
容

の
説

明
 

（
３
）
要

求
さ
れ

る
措
置

 
つ
づ

き

適
用

 
モ
ー

ド
条
 

 
件

 
要

求
さ
れ

る
措
置

⑨
 

完
了
時
間

 

モ
ー
ド
１

，
２
，
３
，

４
，

５
，
６

以
外
で

使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯

蔵
し
て
い
る

期
間

A
.
非
常
用

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電
機
か
ら

の
電

源
系

が
動

作
不
能

 
※

７
で
あ
る
場

合
お
よ
び

空
冷
式

非
常
用

発
電

装
置

か
ら
の
電

源
系

※
８
が

動
作

不
能
で
あ

る
場

合

A
.
1
.
1
 
当

直
長

ま
た

は
電

気
計
画

課
長
は

，
非
常
用
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン

発
電

機
か

ら
の

電
源

系
を

動
作
可

能
な
状

態
に
復
旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

ま
た

は
 

A
.
1
.
2
 
電

気
計

画
課

長
は

，
空
冷

式
非
常

用
発
電
装
置

か
ら
の

電
源

系
を

動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧
す

る
措
置

を
開
始
す
る

。
 

お
よ

び
 

A
.
2
 
電

気
計

画
課

長
は

，
代

替
措

置
※

９
を
検

討
し
，
原

子
炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る
措

置
を
開

始
す
る
。

速
や
か
に

 

速
や
か
に

 

速
や
か
に

 

※
７
：
非

常
用
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

燃
料

油
貯

油
槽

が
制

限
値

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合
を
含
む

。
※
８
：
空

冷
式
非

常
用
発

電
装
置

１
台

に
よ

る
。

※
９
：
代

替
品
の

補
充
等

⑨
要
求

さ
れ
る

措
置
に

つ
い
て

記
載

。
（

つ
づ

き
）

【
モ
ー
ド

１
，
２

，
３
，

４
，
５

，
６

以
外

で
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

】
 

プ
ラ
ン
ト

停
止
中

で
あ
り

，
燃
料

は
原

子
炉
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8-10-26

非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽，重油タンク，軽油

タンク及びミニローリーは，他の設備から独立して使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

300kVA 電源車，300kVA 電源車用変圧器，75kVA 電源車，可

搬型整流器は，通常時に接続先の系統と分離すること及び重大

事故時は重大事故等対処設備として系統構成することで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ミニローリー，300kVA 電源車，75kVA 電源車及び可搬型整流

器を設置する時は，車輪止めや固縛等によって固定することで

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

空冷式非常用発電装置，300kVA 電源車及び 75kVA 電源車は，

飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

非常用ガスタービン発電機又は空冷式非常用発電装置は，常

設代替電源として，重大事故等対策の有効性を確認する事故シ

ーケンス等のうち必要な負荷が 大となる「外部電源喪失時に

非常用所内交流動力電源が喪失し，原子炉補機冷却機能の喪失

及びＲＣＰシールＬＯＣＡが発生する事故」の対処のために必

要な負荷容量に対して十分である発電機容量を有する設計とす

る。 

非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽は，重大事故等発生

後７日間，非常用ガスタービン発電機の連続運転に必要な燃料

に対して十分なタンク容量を有する設計とする。 

表84-15　添付－２（１）
設置変更許可申請書　添付八
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8-10-266

第 10.2.1 表 代替電源設備（常設）の設備仕様 

(1) 非常用ガスタービン発電機

種 類 ガスタービン発電機 

台 数 １

容 量 約 6,000kVA 

電 圧 6,900Ｖ 

(2) 非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽

型 式 横置円筒型 

基 数 ２

容 量 約 200kL（１基当たり） 

使 用 燃 料 Ａ重油 

(3) 空冷式非常用発電装置

種 類 ディーゼル発電機 

台 数 ２

容 量 約 1,825kVA（１台当たり） 

電 圧 6,600Ｖ 

(4) 重油タンク

兼用する設備は以下のとおり。

・非常用電源設備

・代替電源設備

型 式 横置円筒型 

基 数 ３

容 量 約 97kL（１基当たり） 

使 用 燃 料 Ａ重油 

表84-15　添付－２（２）
設置変更許可申請書　添付八

20

11 41
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名 称 
非常用ガスタービン発電機 

燃料油貯油槽 

容 量 kℓ/個 182.0以上（200.0） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 大気圧 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 － 2

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に使用する非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽は、以下の機能

を有する。 

非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽は、設計基準事故対処設備の電源が喪失

したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納

容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著し

い損傷を防止するために必要な電力の確保のため、非常用ガスタービン発電機へ燃

料を供給するために設置する。 

1. 容 量

非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽の容量は、非常用ガスタービン発電機が

定格出力で7日間連続運転が可能な容量とする。 

V = Q×H = 2,163×168 = 363.384 kℓ

V : 7日間連続運転時燃料消費量（kℓ） 

Q : 定格燃料消費量（ℓ/h）  ＝2,163 

H : 連続運転時間（h） ＝168 

以上より、非常用ガスタービン発電機燃料油貯油槽の容量は、363.384kℓを上回

る容量として、1個当たり182.0kℓ/個以上（2個で364.0kℓ以上）とする。 

公称値については、要求される容量を上回る200.0kℓ/個とする。 

表84-15　添付－２（３）
工事計画認可申請書　資料3-1
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ついては接続盤及び接続用ボルト・ナット等により、電線の接続箇所につ

いては、ネジ止め等により接続することで電気抵抗を増加させない設計と

し、接続点に張力が加わらないようにするほか、絶縁性能の低下及び通常

の使用状態において断線のおそれがない設計とする。電気設備は、熱的強

度について期待される使用状態において発生する熱に耐える設計とする。

火災防止のため、可燃性の物から離して施設する設計とする。必要箇所に

は、異常時の電圧上昇等による影響を及ぼさないよう適切な接地を施す設

計とする。取扱者以外の者の立入を防止するため、発電所には人が容易に

構内に立ち入るおそれがないようフェンスを設ける設計とする。 

(2) 異常の予防及び保護対策

高圧電路と結合する動力変圧器は、電気設備の損傷、感電又は火災のお

それがないよう、適切な接地を施す設計とする。過電流からの電線及び電

気機械器具の保護対策のため、各補機には、過電流を検知できるよう保護

継電器を設置し、過電流を検出した場合は、遮断器を開放する設計とする。 

(3) 電気的、磁気的障害の防止

閉鎖構造（金属製の筐体）及び接地の実施により、電気設備その他の物

件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない設計とする。 

(4) 供給支障の防止

動力変圧器は、短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐える設計とする。

発電所構内には、電気設備の運転に必要な知識及び技能を有する者が常時

駐在することとし、常時監視しない発電所とはしない。 

3. 施設の詳細設計方針

3.1 非常用ガスタービン発電機

設置（変更）許可申請書の添付資料十における事故シーケンスグループ「全交流

動力電源喪失」において、所要負荷が最大となる事故シーケンスは、「外部電源喪失

時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCA

が発生する事故」であり、負荷積算イメージを第3-1図に示す。最大負荷は、事故シ

ーケンスグル―プ「全交流動力電源喪失」における最大負荷1,309kWに非常用ガスタ

ービン発電機の付帯設備の負荷536kWを加えた約1,845kWであり、最大所要負荷リス

トを第3-1表に示す。

発電機の出力は、最大所要負荷に供給できる容量を設定し、設定した発電機出力

を発電機の効率で除すことにより、ガスタービンの必要な出力を算出する。 

最大所要負荷に基づき、ガスタービンの出力及び発電機の容量を以下のとおりと

する。 

表84-15　添付－２（４）-1
工事計画認可申請書　資料16
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また、火力設備の技術基準及び原子力発電工作物に係る電気設備の技術基準を準

用し、「2.1.1 ガスタービン」及び「2.1.2 発電機」に記載の設計とする。 

3.2.1 ガスタービン 

発電機の出力は、最大所要負荷である1,309kWに非常用ガスタービン発電機

付帯設備の負荷536kWを加えた約1,845kWに対し十分な余裕を有する4,800kWと

する。発電機の出力からガスタービンの出力は次式により5,016kW以上の

5,200kWとする。 

PE≧
P

η
=
4,800

0.957
=5,016

PE ：ガスタービンの出力(kW) 

P ：発電機の定格出力(kW) =4,800 

η ：発電機の効率 =0.957 

3.2.2 発電機 

発電機の容量は、次式により6,000kVAとする。 

Q=
P

pf
=
4,800

0.80
=6,000

Q ：発電機の容量(kVA) 

P ：発電機の定格出力(kW) =4,800 

pf ：力率 =0.80 

表84-15　添付－２（４）-2
工事計画認可申請書　資料16
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第3-1表 非常用ガスタービン発電機の最大所要負荷リスト（注1）

負荷 台数 負荷容量(kW)（注2） 

充てんポンプB 1 539(注3) 

高圧注入ポンプB 1 1,155 

高圧注入ポンプ補助油ポンプ 1 1 

中央制御室換気空調設備 1 61 

アニュラス空気再循環設備 1 25 

充電器盤B 1 65 

原子炉コントロールセンタ共通電源 1 2 

非常用ガスタービン発電機付帯設備 1式 536 

合計 － 1,845 

（注1）重大事故事象シーケンスにおいて負荷容量の合計が最大となる事象を示す。 

（注2）電磁弁及び電動弁は負荷容量が小さく又は動作時間が短時間であるため、負荷

容量には含めない。 

（注3）高圧注入ポンプとの同時運転は不要なため、合計には含めない。 

表84-15　添付－２（４）-3
工事計画認可申請書　資料16

15 45

10014622
線
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第3-1図 重大事故等時に想定される事故シーケンスのうちの最大負荷（全交流動

力電源喪失＋原子炉補機冷却機能喪失＋RCPシールLOCA）積算イメージ 

負荷容量(kW)

高圧再循環

経過時間（分）

0

500

炉心注入60

高圧再循環
・高圧注入ポンプ

1,845kW

△
約70（分）

充てんポンプによる炉心注水
・充てんポンプ

536kW

690kW

1,200

順次起動
・中央制御室換気空調設備
中央制御室空調ファン
中央制御室再循環ファン
中央制御室非常用給気ファン他

・アニュラス空気再循環設備
アニュラス排気ファン

・その他（監視設備等）
充電器他

1,229kW

蓄圧タンク出口弁閉止
・蓄圧タンク出口弁(19kW/弁）

非常用ガスタービン発電機
付帯設備

最大容量補機（高圧注入
ポンプ）起動時の最大負荷
(2,078kW)

1,800

10 20 30 40 50

表84-15　添付－２（４）-4
工事計画認可申請書　資料16
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第 1.14.5 図 非常用ガスタービン発電機による代替電源（交流）からの 

給電タイムチャート 

発電所災害対策本

部要員

手順の項目 要員(数)

50

1

2

運転員

（中央制御室）

運転員

（現場）

1

非常用ガス

タービン発電

機による代替

電源（交流）

からの給電

60

経過時間（分）

0 10 4020 30

活動開始

約30分

非常用ガスタービン発電機による代替電源
（交流）からの給電開始

非常用ガスタービン発電機起動・受電

給電準備（遮断器開放）（移動を含む）

非常用ガスタービン発電機起動確認

（移動を含む）

給電準備（操作スイッチ隔離）

非常用ガスタービン発電機起動・受電

第 1.14.8 図 空冷式非常用発電装置による代替電源（交流）からの 

給電タイムチャート 

発電所災害対策本

部要員

手順の項目 要員(数)

50

1

2

運転員

（中央制御室）

運転員

（現場）

1

空冷式非常用

発電装置によ

る代替電源

（交流）から

の給電

60

経過時間（分）

0 10 4020 30

活動開始

約30分

空冷式非常用発電装置による代替電源
（交流）からの給電開始

空冷式非常用発電装置起動・受電

給電準備（遮断器開放）（移動を含む）

空冷式非常用発電装置起動確認

（移動を含む）

給電準備（操作スイッチ隔離）

空冷式非常用発電装置起動・受電

47

10014622
長方形

10014622
長方形

10015284
テキストボックス
同等の機能を有することの説明関連箇所を赤枠にて示す

10015284
テキストボックス
　　　　　　　　　表84-15　添付－３（１）－１　　　　　設置変更許可申請書　添付十追補



第 1.14.20 図 300kVA 電源車による代替電源（交流）からの給電 

（ディーゼルコントロールセンタ経由）タイムチャート 

300kVA電源車

による代替電

源（交流）か

らの給電

240

発電所災害対策本

部要員

手順の項目 要員(数)

300

7

運転員

（現場）
2

360

経過時間（分）

0 60 120 180 420 480

非常用低圧

母線受電

約６時間50分

300kVA電源車による代替電源
（交流）からの給電開始

活動活動開始開始

給電準備（遮断器開放）（移動を含む）

非常用低圧母線

受電確認

300kVA電源車準備（移動を含む）

ケーブル敷設

300kVA電源車接続

300kVA電源車起動

第 1.14.24 図 蓄電池（重大事故等対処用）による代替電源（直流） 

からの給電 タイムチャート 

蓄電池（重大

事故等対処

用）による代

替電源（直

流）からの給

電

運転員

（現場）

4 6

手順の項目 要員(数)

0 20

経過時間（分） 経過時間（時間）

1

2

8 10 1214040 60 80 100 120

活動開始

約８時間

蓄電池（重大事故等対処用）による
代替電源（直流）からの給電開始

直流負荷切離し・

蓄電池切替操作

（移動を含む）

直流負荷切離し（移動を含む）

48

10014622
長方形

10014622
長方形

10015284
テキストボックス
　　　　　　　　　表84-15　添付－３（１）－２　　　　　設置変更許可申請書　添付十追補



第 1.14.29 図 可搬型直流電源装置による代替電源（直流）からの給電 

（ディーゼル発電機盤経由）タイムチャート 

経過時間（分）

0 30 60 90 300210 240 270

手順の項目 要員(数)

可搬型直流電

源装置による

代替電源（直

流）からの給

電

運転員

（現場）
2

発電所災害対策本

部要員
7

120 150 180

活動開始

約３時間50分

可搬型直流電源装置による代替電源
（直流）からの給電開始

直流コントロール

センタ受電

可搬型直流電源装置準備（移動を含む）

ケーブル敷設

可搬型直流電源装置起動

系統構成（移動を含む）
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　　　　　　　　　表84-15　添付－３（１）－３　　　　　設置変更許可申請書　添付十追補



非常用発電機について（１／３）

・第74条（ディーゼル発電機 －モード５，６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間－）

平成２３年４月９日付けで旧原子力安全・保安院より発出された「非常用発電設備の保安規定上の取扱いについて（指示）」(参考資料参照）を受

け、第74条において非常用ディーゼル発電機２基が動作可能であることが要求された。非常用ディーゼル発電機は各号炉２基を有しており、保守

のために２基のうち１基を待機除外させる必要があることから、非常用発電機を含めることとし、保安規定附則に“非常用発電機の運用を開始する

までは”他の号炉の非常用ディーゼル発電機または電源車（現在は空冷ＥＧ）を非常用発電機とみなすことができる”と規定し、運用してきた。

非常用ＧＴＧの設置により“非常用発電機の運用を開始する”こととなり、附則の経過措置を満了することから、非常用GTG運用開始後の電源設

備の構成を踏まえた非常用発電機の運用を規定する。また、関連する第72条（外部電源（３号炉））の記載に反映する。
 

変更前 変更後 備考 

（ディーゼル発電機 －モード５，６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間－） 

第74条 モード５，６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間において，非常用ディーゼ

ル発電機は，表74－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２ 非常用ディーゼル発電機が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を

実施する｡ 

 (1) 当直長は，モード５，６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間において，１ヶ月

に１回，非常用ディーゼル発電機について以下の事項を実施する｡ 

  (a) 非常用ディーゼル発電機を待機状態から起動し，無負荷運転時の電圧が6,900±345Vおよび周

波数が60±3Hzであることを確認する。 

  (b) 燃料油サービスタンク貯油量を確認する。 

３ 当直長は，非常用ディーゼル発電機が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し 

た場合，表74－３の措置を講じるとともに，安全技術課長による照射済燃料の移動を中止する必 

要がある場合は，安全技術課長に通知する。通知をうけた安全技術課長は，同表の措置を講じる。 

 

表74－１ 

項  目 運転上の制限 

非常用ディーゼル発電機※１ 

 

 

(1)非常用ディーゼル発電機２基が動作可能であること※２※３ 

(2)(1)の非常用ディーゼル発電機に対応する燃料油サービスタン

クの貯油量が表74－２に定める制限値内にあること※４ 

※１：３号炉の非常用ディーゼル発電機は，重大事故等対処設備を兼ねる。 

※２：非常用ディーゼル発電機の予備潤滑運転（ターニング，エアラン）を行う場合，運転上の制限を

適用しない。 

※３：非常用ディーゼル発電機には，非常用発電機１基を含めることができる。非常用発電機とは，所   

要の電力供給が可能なものをいう。なお，非常用発電機は複数の号炉で共用することができる。 

※４：非常用ディーゼル発電機が運転中および運転終了後の24時間は，運転上の制限を適用しない｡ 

 

 

 

附  則（平成 25年 7月 1日） 

（施行期日） 

第１条 （略） 

２ 第74条の表74－１について，非常用発電機の運用を開始するまでは，所要の電力供給が可能な場

合，他の号炉の非常用ディーゼル発電機または電源車（電源装置と電源装置用運搬車を組み合わせた

ものを含む。）を非常用発電機とみなすことができる。 

 

（ディーゼル発電機 －モード５，６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間－） 

第74条 モード５，６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間において，非常用ディーゼ

ル発電機は，表74－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２ 非常用ディーゼル発電機が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を

実施する｡ 

 (1) 当直長は，モード５，６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間において，１ヶ月

に１回，非常用ディーゼル発電機について以下の事項を実施する｡ 

  (a) 非常用ディーゼル発電機を待機状態から起動し，無負荷運転時の電圧が6,900±345Vおよび周

波数が60±3Hzであることを確認する。 

  (b) 燃料油サービスタンク貯油量を確認する。 

３ 当直長は，非常用ディーゼル発電機が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し 

た場合，表74－３の措置を講じるとともに，安全技術課長による照射済燃料の移動を中止する必 

要がある場合は，安全技術課長に通知する。通知をうけた安全技術課長は，同表の措置を講じる。 

 

表74－１ 

項  目 運転上の制限 

非常用ディーゼル発電機※１ 

 

 

(1)非常用ディーゼル発電機２基が動作可能であること※２※３ 

(2)(1)の非常用ディーゼル発電機に対応する燃料油サービスタン

クの貯油量が表74－２に定める制限値内にあること※４ 

※１：３号炉の非常用ディーゼル発電機は，重大事故等対処設備を兼ねる。 

※２：非常用ディーゼル発電機の予備潤滑運転（ターニング，エアラン）を行う場合，運転上の制限を

適用しない。 

※３：非常用ディーゼル発電機には，非常用発電機１基を含めることができる。非常用発電機とは，２   

号炉においては所要の電力供給が可能な１号炉もしくは２号炉の空冷式非常用発電装置※５または 

３号炉の非常用ディーゼル発電機，３号炉においては所要の電力供給が可能な３号炉の非常用ガ 

スタービン発電機※６，３号炉の空冷式非常用発電装置※６または２号炉の非常用ディーゼル発電機 

をいう。 

※４：非常用ディーゼル発電機が運転中および運転終了後の24時間は，運転上の制限を適用しない｡ 

※５：１号炉もしくは２号炉の空冷式非常用発電装置を非常用発電機に含める期間は，当該空冷式非常  

用発電装置について，１ヶ月に１回，発電装置を起動し，動作可能であることを確認する。 

※６：３号炉の非常用ガスタービン発電機または３号炉の空冷式非常用発電装置を非常用発電機に含め 

る期間は，「84-15-1 非常用ガスタービン発電機または空冷式非常用発電装置からの給電」の  

（２）確認事項により，動作可能であることを確認する。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
非常用ガスタービン

発電機設置に伴う変

更（以下，本頁にお

いて同じ） 

 
 
 
 
 
 

資料－３



非常用発電機について（２／３）
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187kV送電線 66kV送電線
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３号発電機

２号発電機

非常用
高圧母線

伊方３号機 伊方１，２号機
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空冷
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EG

１号

非常用
高圧母線

GTG

号機間連絡ケーブル

号機間連絡ケーブル

２号機の非常用発電機を以下に示す。

非常用ディーゼル発電機には，非常用発電機１基を含めることができる。非常用発電機とは，２号炉においては所要の電力供給が可能な１
号炉もしくは２号炉の空冷式非常用発電装置または３号炉の非常用ディーゼル発電機，３号炉においては所要の電力供給が可能な３号炉の
非常用ガスタービン発電機，３号炉の空冷式非常用発電装置または２号炉の非常用ディーゼル発電機をいう。

： ディーゼル発電機

： 非常用発電機



非常用発電機について（３／３）
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３号機の非常用発電機を以下に示す。

非常用ディーゼル発電機には，非常用発電機１基を含めることができる。非常用発電機とは，２号炉においては所要の電力供給が可能な１
号炉もしくは２号炉の空冷式非常用発電装置または３号炉の非常用ディーゼル発電機，３号炉においては所要の電力供給が可能な３号炉の
非常用ガスタービン発電機，３号炉の空冷式非常用発電装置または２号炉の非常用ディーゼル発電機をいう。

： ディーゼル発電機

： 非常用発電機




